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●

特
簾
/
道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

『週
略
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
翻
尭
会
』

飜
鑑
書
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

璽

は
じ
め
に

国
土
交
通
省
で
は
、
本
年
二
月
に

｢道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
研
究
会
｣
(委
員
長
"屋
丼
鉄
雄
東
京
工
業
大
学
教
授
)

を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
研
究
会
を
開
催

し
、
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た

(表
1
･
2
)。
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そ
の
結
果
･

本
年
七
月
一
0
日
に
、
本
研
究
会
に
お
い

類

て
、
道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
推
進
に
向
け
た
具
体
的
な
提

絵

言
を
ま
と
め
た
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

ニーズに応えるための現状の課題

課題解決にあたっての検討の方禧r性

･現代の道路に求められているニーズの紹介

･道路局の取組みの紹介

第 2 回 平成T8年 4 月27日

　
　　
　
　　
　
　
　

日
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た

っ

目
亭
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求
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4
る

た

6
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6
討

　
　
　
　

平
勲
鷁
平
ご
謳

平
難

平
縦

等
しで
は
ボ
馨
暑

の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

"

三

本
研
究
会
の
設
置
の
背
景
と
検
討
の
視
点

床

江
戸
時
代
の

｢み
ち
｣
が
人
々
の
生
活
や
イ
ベ
ン
ト
の

錮

回
.

,

回

.

.

回

,

回

　
　

　　　

　　

　
　

第

第

第

第

屋井 鉄雄 (委員長)

　
　

　
　
　

鯛
階

棚
耕
原

場
と
し
て
多
様
な
機
能
を
有
し
、
｢み
ち
｣
を
中
心
に
地

表

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
現



在
の
道
路
に
つ
い
て
は
自
動
車
交
通
の
確
保
が
最
優
先
さ

れ
道
路
区
域
と
区
域
外
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
な
ど
画
一

的
な
管
理
が
な
さ
れ
て
お
り
、
道
路
に
対
す
る
国
民
の
多

様
な
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
研
究
会
は
、
①
み
ち

の
持
つ
多
様
な

｢機
能
｣
の
発
揮
、
②
多
様
な

｢主
体
｣

の
参
加
に
よ
る

｢公
｣
の
復
権
、
③
道
路
区
域
と
い
う

｢空
間
｣
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
関
係
の
構
築
、
と
い

う
三
つ
の
視
点
に
立
っ
た
上
で
、
｢み
ち
｣
本
来
の
役
割

に
立
ち
戻
っ
た
道
路
行
政
の
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る

｢道
路

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

三

報
告
書
の
内
容

報
告
書
は
、
｢
1

従
来
型
の
道
路
行
政
の
課
題
｣
、

｢2

今
後
の
道
路
に
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ
｣
、
｢3

現

行
の
道
路
法
の
体
系
等
｣
、
｢4

検
討
の
方
向
性
｣
の
四

つ
の
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
で
は
、
具
体
的
な
事
例
等
を
交
え
な
が
ら
、
報
告

書
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す

(線
囲
み
部

分
は
、
報
告
書
の
抜
粋
)。

江
戸
時
代
の

｢み
ち
｢
は
、
祭
や
商
売
、
大
道
芸
な

1

従
来
型
の
道
路
行
政
の
課
題

ど
が
行
わ
れ
、
人
が
集
ま
り
遊
ぶ
生
活
空
間
と
な
っ
て

い
た
。
ま
た
、
庇
下
は
、
昼
間
は
店
舗
の
一
部
と
し
て

利
用
さ
れ
、
夜
間
は
道
と
し
て
利
用
さ
れ
る
な
ど
柔
軟

な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
。

明
治
以
降
に
お
い
て
も
、
｢み
ち
｣
は
長
ら
く
人
々

の
生
活
や
イ
ベ
ン
ト
の
場
と
し
て
の
多
様
な
機
能
を
有

し
続
け
、
｢向
こ
う
三
軒
両
隣
｣
と
い
う
言
葉
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
な

｢み
ち
｣
を
中
心
と
し
た
地
域
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
沿
道
と
一
体
と

な
っ
て
そ
の
地
域
の
個
性
や
景
観
、
文
化
が
生
み
出
さ

れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
｢み
ち
｣
は
地
域
の

共
有
財
産
と
し
て
、
そ
の
日
常
的
な
維
持
管
理
も
沿
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(沿
道
住
民
や
沿
道
企
業
な
ど
)
の
手

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
特
に
、

戦
後
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
急
速
な
進
展
へ
の
対

応
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
動
車
交
通

の
円
滑
化
と
安
全
の
確
保
が
最
優
先
さ
れ
、
そ
れ
以
外

の
機
能
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
ま
た
、
機
能
面
の
み
な
ら
ず
、
道
路
区
域
と
区
域

外
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
区
域
内
に
つ
い

て
は
道
路
管
理
者
が
一
元
的
な
管
理
を
行
う
こ
と
と
な

り
、
ま
す
ま
す
地
域
と
道
路
と
の
一
体
性
が
薄
れ
て
し

ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
近
年
、
国
民
の
価
値
観
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
情
報
社
会
の
進
展
、
国
民

の
参
加
意
識
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
意
識
の
高
ま
り
、
地
域

に
根
ざ
し
た
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
進
展
な
ど
、
道

路
を
取
り
巻
く
環
境
は
著
し
く
変
化
し
て
お
り
、
道
路

に
対
す
る
国
民
の
ニ
ー
ズ
も
一
層
多
様
化
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
改
め
て

｢み
ち
｣
本
来
の
機
能
に
つ
い
て
原

点
に
立
ち
帰
っ
た
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
と
道

路
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
oも

と
よ
り
、
現
代
文
明
は
自
動
車
に
大
き
く
依
存
し

た
社
会
で
あ
り
、
自
動
車
を
抜
き
に
し
て
は
我
々
の
日

常
生
活
や
産
業
経
済
活
動
は
全
く
成
り
立
た
ず
、
渋
滞

や
交
通
あ
い
路
の
解
消
等
、
自
動
車
交
通
の
一
層
の
円

滑
化

･
効
率
化
を
進
め
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
道
路

行
政
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

今
回
の

｢道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
に
お
い
て
は
、
単

に
過
去
に
回
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
点
や
こ

れ
ま
で
道
路
が
都
市
や
地
域
の
空
間
整
備
に
貢
献
し
て

き
た
実
績
を
踏
ま
え
、
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い

｢人

と
道
路
の
つ
き
あ
い
方
｣
や

｢地
域
と
道
路
の
新
し
い

関
係
｣
の
構
築
を
目
的
と
し
、
既
存
の
画
一
的
な
道
路

の
機
能
や
区
域
、
管
理
者
と
い
っ
た
概
念
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
新
し
い
道
路

･
沿
道
空
間
の
形
成
に
関

す
る
柔
軟
な
制
度
に
つ
い
て
抜
本
的
な
検
討
を
行
う
こ

と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。



図 1 庇下での商売の様子
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図 2 道路上での大道芸等が行われている様子

き
濕

　　

こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
の
み
ち
が
大
道
芸
や
商
売
な
ど

生
活
空
間
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し

(図
1
･

2
)、
現
在
の
道
路
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
失
い
、
地
域

と
道
路
の
一
体
性
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
国
民
の
価
値
観
や
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
道
路
に
対
す
る

国
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
二
一
世
紀
に

ふ
さ
わ
し
い

｢人
と
道
路
の
つ
き
あ
い
方
｣
や

｢地
域
と

道
路
の
新
し
い
関
係
｣
の
構
築
を
目
的
と
し
て
、
新
し
い

道
路

･
沿
道
空
間
の
形
成
に
関
す
る
柔
軟
な
制
度
の
検
討

の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
後
の
道
路
に
求
め
ら
れ
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て

は
、
次
の
2
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
今
後
の
道
路
は
、
都
市
部
に
お
け
る
慢
性

的
な
渋
滞
の
解
消
や
地
方
部
に
お
け
る
生
命
線
と
し
て
の

道
路
の
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
自
動
車
交
通
の
一
層
の
円

滑
化

･
効
率
化
に
加
え
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
域
の

実
情
、
周
辺
の
環
境
と
の
調
和
な
ど
に
対
応
し
て
い
く
こ

と
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

こ
で
は
、
ニ
ー
ズ
を
四
つ
の
視
点
に
分
け
て
、
視
点
ご
と

に
想
定
さ
れ
る
ニ
ー
ズ
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
で
は
、
各
ニ
ー
ズ
ご
と
に
取
組
み
事
例
を
紹
介
し

ま
す
。

◆
区
役
所
等
公
共
施
設
が
集
ま
る
地
区
で
、
ク
ラ
ン
ク
等

2

今
後
の
道
路
に
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ

道
路
に
対
す
る
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
す
る
中
、

今
後
の
道
路
は
、
都
市
部
に
お
け
る
慢
性
的
な
渋
滞
の

解
消
や
地
方
部
に
お
け
る
生
命
線
と
し
て
の
道
路
の
整

備
を
は
じ
め
と
し
た
自
動
車
交
通
の
一
層
の
円
滑
化
.

効
率
化
に
加
え
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地

域
の
実
情
、
周
辺
の
環
境
と
の
調
和
な
ど
に
も
対
応
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
次
の
①
~
④
の
視
点

に
立
っ
て
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
道
路
の
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
的
確
に
応
え
る

た
め
、
道
路
の
機
能
の
特
化
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
整

備
･
管
理
が
求
め
ら
れ
る
も
の

･
通
学
路
や
中
心
市
街
地
な
ど
に
お
い
て
、
自
動
車

よ
り
も
歩
行
者
や
自
転
車
を
優
先
し
、
ま
た
防
犯

に
も
配
慮
し
た
安
全
な
道
路

･
自
動
車
よ
り
も
バ
ス
･
路
面
電
車
な
ど
の
公
共
交

通
機
関
を
優
先
し
た
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者

が
快
適
に
移
動
･
乗
り
継
ぎ
が
で
き
る
道
路

･
沿
道
の
開
発
を
抑
制
し
自
動
車
の
交
通
機
能
を
最

優
先
し
た
、
速
達
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
た
道
路

な
ど



の
整
備
や
公
安
委
員
会
と
連
携
し
た
一
方
通
行
規
制
等

に
よ
り
、
歩
行
者
の
交
通
事
故
が
約
一
0
分
の
一
に
減

少
す
る
効
果
が
得
ら
れ
た
事
例

(大
阪
市
豊
新
地
区
)

(写
真
1
)。

◆
中
心
市
街
地
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
お
い
て
、
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
及
び
歩
行
者
天
国
の
実
験
を
実
施
す

る
こ
と
で
、
ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
事

例

(青
森
県
八
戸
市
)
(写
真
2
)。

◆
沿
道
出
入
り
交
通
と
の
交
錯
等
に
よ
る
本
線
の
サ
ー
ビ

ス
速
度
低
下
を
招
か
ぬ
よ
う
、
中
央
分
離
帯
の
連
続
化

や
交
差
点
の
集
約
化
を
図
り
、
植
樹
帯
に
よ
る
沿
道
と

車
道
と
の
分
離
に
よ
り
沿
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
し

た
構
造
と
し
て
整
備
し
た
事
例
粂
現
波
研
究
学
園
都
市
)

(写
真
3
)。

②
道
路
区
域
内
だ
け
で
は
な
く
沿
道
を
含
め
た
空
間

の
一
体
的
な
整
備

･
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
高
い
道
路
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
も
の

･
広
幅
員
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
た
歩
き
や
す
い

歩
行
空
間
を
有
す
る
道
路

･
人
々
の
憩
い
の
場
、
交
流
の
場
と
し
て
の

｢た
ま

り
｣
空
間
を
有
す
る
道
路

･
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
場
や

｢道

の
駅
｣
な
ど
、
地
域
住
民
や
企
業
に
よ
る
地
域
振

興
の
た
め
の
活
動
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
道
路

な
ど

(出典 ;茨城県つくば市ホームページ)
写真3 茨城県筑波研究学園都市

◆
幅
七
･
五
m
の
広
幅
員
歩
道
を
設
け
る
こ
と
で
、
広
い

歩
道
ス
ペ
ー
ス
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
段
差
の
な
い

バ
リ
ア
フ
リ
ー
歩
道
、
自
転
車
と
歩
行
者
が
分
離
し
た

歩
道
、
雨
水
が
た
ま
り
に
く
い
透
水
性
舗
装
の
歩
道
等

(出典 :国土交通省ホームページ)
写真 2 青森県八戸市

写真 - 大阪市豊新地区
(出典 :国土交通省ホームページ)



　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(出典 :京都国道事務所ホームペーシ)

写真4 国道 9号 京都市五条大宮

に
よ
り
歩
行
空
間
の
快
適
化
を
は
か
っ
た
事
例

(国
道

九
号
五
条
大
宮
)
(写
真
4
)。

◆
沿
道
の
商
店
街
と
道
路

(歩
道
空
間
)
と
が
一
体
と
な

っ
て
、
人
々
の
憩
い
の
場
と
し
て
の
た
ま
り
空
間
を
創

出
し
た
事
例

(六
本
木
ヒ
ル
ズ
)
(写
真
5
)。

◆
中
心
市
街
地
に
お
け
る
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
オ
ー
プ
ン

カ
フ
ェ
を
設
置
し
、
ま
ち
の
魅
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、

ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出
す
る
こ
と
で
地
域
の
活
性
化
を
図

っ
た
事
例

(横
浜
市
日
本
大
通
り
他
)
(写
真
6
)。

③
地
域
に
お
け
る
様
々
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、

道
路
と
し
て
も
積
極
的
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
も
の

･
歴
史
的
建
造
物
が
建
ち
並
ぶ
文
化
的
な
通
り
や
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
な
ど
、
魅
力
的
な
街
並

み
や
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
一
部
を
構
成
す
る
道
路

.
景
観
を
阻
害
す
る
電
柱
、
看
板
等
が
な
く
、
ま
た
、

沿
道
の
建
築
物
の
色
彩

･
デ
ザ
イ
ン
や
山
の
緑
、

海
岸
な
ど
の
自
然
と
調
和
し
た
美
し
い
景
観
を
有

す
る
道
路

(日
本
風
景
街
道
な
ど
)

.
緑
の
多
い
道
路
や
透
水
性
舗
装
の
道
路
、
ヒ
ー
ト

ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の
た
め
の

｢風
の
道
｣
な
ど
環

境
に
や
さ
し
い
道
路

･
密
集
市
街
地
に
お
け
る
延
焼
の
遮
断
機
能
が
確
保

さ
れ
た
、
防
災
上
優
れ
た
機
能
を
有
す
る
道
路

な
ど

◆
伊
勢
神
宮
の
門
前
町
と
い
う
歴
史
性
を
活
か
し
、
伊
勢

路
の
代
表
的
な
建
築
物
を
沿
道
に
移
築
･
再
現
す
る
と

と
も
に
、
当
該
道
路
の
舗
装
を
石
畳
と
す
る
こ
と
や
電

線
の
地
中
化
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
魅
力
的
な
街

並
み
の
形
成
を
は
か
っ
て
い
る
事
例
(三
重
県
伊
勢
市
)

(写
真
7
)。

◆
海
岸
や
海
の
色
を
背
景
と
し
た
連
続
性
の
あ
る
並
木
を

整
備
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
調
和
し
た
美
し
い
景
観
の

形
成
を
図
っ
た
道
路
植
栽
の
事
例

(名
護
市
喜
瀬
)

(写
真
8
)。

(写真提供 : (財)道路新産業開発機構)
写真 5 東京都 六本木ヒルズ



◆
地
域
住
民
等
の
理
解
を
得
て
、
街
路
樹
を
極
力
剪
定
し

な
い
管
理
を
行
い
、
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
で
枝

葉
を
広
げ
た
街
路
樹
を
有
す
る

｢緑
陰
道
路
｣
を
推
進

す
る
こ
と
で
、
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
温
室
効
果
ガ

ス
の
吸
収
な
ど
大
気
環
境
へ
の
負
荷
軽
減
に
貢
献
す
る

と
と
も
に
、
地
域
住
民
等
に
う
る
お
い
を
与
え
、
地
域

の
個
性
を
活
か
し
た
親
し
み
が
持
て
る
都
市
の
顔
と
し

て
誇
れ
る
空
間
を
創
出
し
た
事
例

(東
京
都
表
参
道
地

区
他
)
(写
真
9
)。

◆
密
集
市
街
地
に
お
け
る
延
焼
の
遮
断
機
能
が
確
保
さ
れ

た
、
防
災
上
優
れ
た
機
能
を
有
す
る
広
幅
員
の
道
路
の

整
備
事
例

(東
京
都
杉
並
区
)
(写
真
@
。

④
情
報
化
等
に
対
応
し
た
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
に
は

な
い
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
も
の

･
普
段
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
長
大
橋
な
ど

の
管
理
施
設
を
活
用
し
た
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
の
道
路

･
S
A
･
P
A
に
お
け
る
快
適
で
質
の
高
い
ト
イ
レ

の
設
置
な
ど
、
よ
り
利
便
性
の
高
い
道
路

(八
潮

P
A
)

･
様
々
な
情
報

(レ
ス
ト
ラ
ン
や
観
光
地
、
美
し
い

景
色
を
楽
し
め
る
ス
ポ
ッ
ト

(｢と
る
ぱ
｣)
な
ど

の
地
元
情
報
な
ど
)
を
収
集

･
提
供
で
き
る
場
と

し
て
の
道
路

な
ど

(出典 :沖縄総合事務局北部国道事務所ホームページ)
写真 8 沖縄県名護市害瀬 (出典 :国土交通省ホームページ)

写真 7 三重県伊勢市

(出典 :東京都都市整備局ホームページ)
写真10 東京都杉並区

(出典 :国土交通省ホームページ)
写真9 東京都表参道地区



写真= 明石海峡大橋

セ
ッ
ト
で
情
報
提
供
し
、
道
路
利
用
者
同
士
の
交
流
の

場
を
設
け
る
こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
を
も
図
ろ
う
と

す
る
事
例

(北
海
道
虻
田
郡
京
極
町
)

(写
真
燧
)。

(出典 :北海道開発局ホームページ)

写真13 北海道虻田郡京極町

3

現
行
の
道
路
法
の
体
系
等

2
で
示
し
た
国
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、

現
行
制
度
の
枠
内
で
対
応
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
が
、

道
路
法
の
体
系
が
自
動
車
交
通
に
着
目
し
た
画
一
的
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
受
け
皿
と
し
て
不
十
分
な
状
況
に

あ
る
。

具
体
的
に
は
、
道
路
法
に
お
い
て
は
、
高
速
自
動
車

国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
と
い
っ

た
道
路
の
種
類
ご
と
に
、
道
路
管
理
者
が
一
元
的
に
管

理
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
路
の
機
能
面
か
ら
の
類

型
は
、
法
律
上
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
自
動
車
専
用

道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路

(自
転
車
も
含
む
。)、
一
般

道
の
四
種
類
し
か
な
く
、
道
路
の
構
造
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
面
や
自
動
車
の
計
画
交
通
量
な

ど
に
応
じ
て
車
線
数
、
幅
員
、
設
計
速
度
な
ど
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
自
動
車
交
通
に
着
目
し
た
構
造
基
準
と

な
っ
て
い
る

(詳
細
は
別
紙
参
照
雪

こ
の
よ
う
な
現
行
制
度
の
も
と
、
バ
イ
パ
ス
や
生
活

道
路
な
ど
に
つ
い
て
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や

　
　
　　　

　

　　
　　
　

さ
べ
き
触

き
$
＼
≦

写真12 様々なニーズに対応した多目的トイレ

◆
普
段
は
人
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
長
大
橋

(道

路
)
の
頂
上
な
ど
の
管
理
施
設
に
立
ち
入
っ
て
特
別
な

体
験
を
し
た
い
と
い
う
観
光
客
の

｢
ニ
ー
ズ
｣
に
応
え

る
た
め
道
路
管
理
者
が
ツ
ア
ー
を
実
施
し
て
い
る
事
例

(明
石
海
峡
大
橋
)
(写
真
帆
)。

◆
様
々
な
道
路
利
用
者

(車
椅
子
の
お
客
様
、

高ゞ

齢
の

お
客
様
、
妊
娠
中
の
お
客
様
、
乳
幼
児
の
お
客
様
等
)

の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
う
る
た
め
に
、
多
く
の
機
能
を
持

ち
合
わ
せ
た
多
目
的
ト
イ
レ
を
整
備
し
た
事
例

(写

真
g
o

◆
美
し
い
風
景
や
、
地
元
の
人
だ
け
が
知
っ
て
い
る
す
て

き
な
景
色
が
撮
影
で
き
る
場
所

(フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
)

と
、
そ
こ
に
一
番
近
い
駐
車
場

(パ
ー
キ
ン
グ
)
を



地
域
の
実
情
な
ど
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
た
構
造
と

す
る
な
ど
の
様
々
な
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
道

路
の
あ
り
方
･
性
格
の
決
定
手
続
や
計
画
の
作
成
、
そ

れ
に
応
じ
た
整
備
･
管
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
制
度
的

な
裏
付
け
が
な
い
た
め
、
一
貫
性
を
欠
く
な
ど
取
組
み

が
中
途
半
端
に
終
わ
り
、
結
果
と
し
て
期
待
し
た
効
果

が
上
が
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
道
路
に
対
す
る
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化

し
て
い
る
一
方
で
、
道
路
法
の
体
系
が
自
動
車
交
通
に
着

目
し
た
画
一
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
受
け
皿
と
し
て
は

不
十
分
な
状
況
に
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
道
路
の
あ
り
方

･
性
格
の
決
定
手
続
き
や
計
画

の
作
成
、
そ
れ
に
応
じ
た
整
備
･
管
理
の
仕
組
み
に
関
す

る
制
度
的
な
裏
づ
け
が
な
い
た
め
、
取
組
み
が
中
途
半
端

に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。

参
考
と
し
て
、
現
行
の
道
路
法
の
体
系
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

(参
考
)

道
路
法
の
体
系

①
道
路
の
種
類
及
び
管
理
者

道
路
の
種
類
は
、
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か

ら
以
下
の
四
種
類
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道

車
専
用
道
路
か
そ
の
他
の
道
路
か
、
道
路
の
存
す
る
地
域

路
管
理
者
が
一
元
的
な
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

ミ
打

部
、
野
-
8
、
こ

り
、
首
洛

重
>

#

①

高
速
自
動
車
国
道
“国
土
交
通
大
臣

②

一
般
国
道
"指
定
区
間
内
は
国
土
交
通
大
臣
、
指

定
区
間
外
は
都
道
府
県

(指
定
市
)

③

都
道
府
県
道
…都
道
府
県

(指
定
市
)

④

市
町
村
道
…市
町
村

※

道
路
の
種
類
に
よ
っ
て
管
理
主
体
は
異
な
る

が
、
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動
車
国

道
を
除
き
、
原
則
と
し
て
共
通
し
て
い
る
。

②
専
用
道
路
の
種
類

ま
た
、
上
記
の
道
路
の
種
類
の
ほ
か
に
、
交
通
の
安
全

や
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
道
路
管
理
者
は
以
下
の
専
用
道

路
の
指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

①

自
動
車
専
用
道
路
"自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の

用
に
供
す
る
道
路

②

自
転
車
専
用
道
路
…専
ら
自
転
車
の
一
般
交
通
の

用
に
供
す
る
道
路

③

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
"専
ら
自
転
車
及
び
歩

行
者
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路

④

歩
行
者
専
用
道
路

“専
ら
歩
行
者
の
一
般
交
通
の

用
に
供
す
る
道
路

③

道
路
の
構
造
基
準

道
路
構
造
令
で
は
、
道
路
が
高
速
自
動
車
国
道
･自
動

が
地
方
部
か
都
市
部
か
に
よ
り
、
道
路
を
第
一
種
か
ら
第

四
種
ま
で
区
分
し
、
ま
た
、
自
動
車
の
計
画
交
通
量
に
よ

り
第
一
級
か
ら
第
五
級
ま
で
に
区
分
し
て
い
る
。

車
線
数
、
幅
員
、
設
計
速
度
な
ど
の
道
路
の
構
造
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
当
該
区
分
ご
と
に
定
め
ら

れ
て
お
り
、
自
動
車
交
通
等
に
着
目
し
た
構
造
基
準
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
自
転
車
専
用
道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
、

歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
別
に
基
準
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

④
道
路
の
占
用
許
可
基
準

上
記
の
道
路
の
種
類
や
専
用
道
路
の
種
類
に
関
係
な

く
、
道
路
に
物
件
等
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

道
路
管
理
者
は
、以
下
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、

許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

占
用
に
係
る
物
件
が
道
路
法
に
限
定
列
挙
さ
れ
て

い
る
物
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

占
用
の
期
間
、
占
用
の
場
所
、
占
用
物
件
の
構
造

等
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準

(※
)
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



※

占
用
の
期
間
や
占
用
の
場
所
、
占
用
物
件
の
構

造
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
占
用
物

件
の
性
格

會
鞄
柱
や
水
道
管
な
ど
)
に
着
目
し
た

基
準
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
1
か
ら
3
を
踏
ま
え
て
、
｢道
路
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
｣
を
推
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
検
討
の
方
向
性

に
つ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

り

新
た
な
道
路
類
型
の
設
定
に
つ
い
て

沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実
情

な
ど
に
対
応
し
た
多
様
性
の
あ
る
み
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
道
路
の
あ
り
方
･
性

格
を
、
こ
れ
ま
で
の
自
動
車
交
通
を
重
視
し
た

画
一
的
な
も
の
か
ら
、
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
て
柔
軟
に
決
定
で
き
る
も
の
へ
と
多
様
化
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
行
制
度
上
は
自
動
車
専

用
道
路
や
歩
行
者
専
用
道
路
な
ど
の
道
路
の
類

型
は
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
二
J
ズ
①
の

よ
う
に
道
路
利
用
者
の
利
用
形
態

(徒
歩
、
自

転
車
、
自
動
車
、
バ
ス
な
ど
)
に
合
わ
せ
て
道

路
の
交
通
機
能
の
特
化
を
図
る
場
合
や
、
ニ
ー

ズ
◎
の
よ
う
に
地
域
の
課
題
の
解
決
に
貢
献
す

る
た
め
に
道
路
の
態
様
を
変
え
て
い
く
場
合
な

ど
、
現
行
制
度
に
お
け
る
道
路
の
類
型
で
は
十

分
に
対
応
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
道

路
の
あ
り
方

･
性
格
を
柔
軟
に
決
定
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
個

別
の
道
路
ご
と
に
多
様
な
あ
り
方
･
性
格
が
あ

る
こ
と
を
許
容
し
た
制
度
的
枠
組
み
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

･
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、
道
路
の
路
線
と
し
て
の

連
続
性
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
一
体
性
を

保
持
し
つ
つ
、
地
域
の
自
由
度
を
高
め
る
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
道
路
の
性
格
･
あ
り
方
を
決

定
す
る
際
の
も
と
と
な
る
大
ま
か
な
道
路
の
類

型

(歩
行
者
を
優
先
し
た
道
路
、
周
辺
の
景
観

と
調
和
し
た
道
路
な
ど
)
を
国
に
お
い
て
制
度

的
枠
組
み
と
し
て
設
定
し
、そ
の
大
枠
の
中
で
、

め
の
手
続
き
を
経
て
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

地
方
公
共
団
体
等
の
発
意
に
よ
り
個
別
の
道
路

の
あ
り
方
･
性
格
を
決
定
し
て
い
く
仕
組
み
が

必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

り
で
は
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実

情
な
ど
に
対
応
し
た
多
様
性
の
あ
る
み
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
道
路
の
あ
り
方
･
性
格
を
、
こ
れ
ま
で

の
自
動
車
交
通
を
重
視
し
た
画
一
的
な
も
の
か
ら
、
様
々

な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
柔
軟
に
決
定
で
き
る
も
の
へ
と
多

様
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

･
個
別
の
道
路
ご
と
に
多
様
な
あ
り
方

･
性
格
が
あ
る

①
検
討
の
方
向
性

今
後
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
動
車
を
中
心
と
し
た
画
一

的
な
道
路
の
類
型
、
管
理
･
構
造
の
基
準
で
は
な
く
、

沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実
情
な
ど
に

対
応
し
た
、
｢
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
｣
を
許
容
し
た
多
様

性
の
あ
る
み
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。ま

た
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実

情
な
ど
に
応
じ
た
道
路
の
あ
り
方
･
性
格
を
道
路
管
理

者
が
単
独
で
決
め
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
道
路

区
域
内
の
み
で
対
応
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
沿
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
と
協
働
し
て
沿
道

と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
｢道
路

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
を
推
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
検
討

の
方
向
性
に
つ
い
て
提
言
す
る
。



こ
と
を
許
容
し
た
制
度
的
枠
組
み
を
作
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

･
こ
の
場
合
、
国
に
お
い
て
大
ま
か
な
道
路
の
類
型
を

制
度
的
枠
組
み
と
し
て
設
定
し
、そ
の
大
枠
の
中
で
、

沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
の
発
意
に

よ
り
個
別
の
道
路
の
あ
り
方

･
性
格
を
決
定
し
て
い

く
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

め

道
路
の
あ
り
方
･
性
格
の
決
定
に
つ
い
て

り
の
と
お
り
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ

や
地
域
の
実
情
な
ど
に
対
応
し
た
多
様
性
の
あ

る
み
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
個
別

の
道
路
ご
と
に
、
当
該
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
長

期
的
な
あ
り
方
･
性
格
を
具
体
的
に
決
定
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
道
路
の
あ
り
方

･
性
格
は
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
様
々
で
あ
る
た
め
、
当
該
性
格
を
決

定
す
る
際
に
対
象
と
な
る
道
路
及
び
そ
の
沿
道

の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
柔
軟

に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
道
路
に
よ
っ
て
は
、
あ
り
方
･
性

格
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
一
つ
の
道
路
に
つ
き

一
つ
の
性
格
で
は
な
く
、
通
学
路
や
屋
台
通
り

な
ど
の
よ
う
に
時
間
帯
や
季
節
に
応
じ
て
柔
軟

に
性
格
を
変
化
さ
せ
る
道
路
も
あ
り
う
る
の
で

は
な
い
か
。

･
ま
た
、
そ
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
沿
道
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実
情
な
ど
に
対

応
し
た
多
様
性
の
あ
る
み
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
道
路
管
理
者
だ
け
で
な
く
沿
道
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
の
意
見
を
的
確

に
把
握
し
、
そ
れ
を
十
分
に
反
映
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
道
路
の
あ
り
方

･
性
格
の
決
定
に

当
た
っ
て
、
当
該
道
路
に
お
け
る
利
用
者
の
意

見
を
把
握
し
た
り
公
共
交
通
機
関
や
交
通
管
理

者
な
ど
と
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

(ニ
ー

ズ
①
関
連
)、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
様
な

意
向
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
も
の

(ニ
ー
ズ

①
②
関
連
)、
景
観
や
防
災
、
環
境
な
ど
地
域

的
な
課
題
と
し
て
地
方
公
共
団
体
と
一
体
と
な

っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
も
の

(ニ

ー
ズ
③
関
連
)
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の

意
見
が
的
確
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
沿
道
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
の
様
々
な
関

係
者
が
参
画
し
つ
つ
、
道
路
の
長
期
的
な
あ
り

方
･
性
格
を
決
定
し
て
い
く
仕
組
み

(協
議
会

の
設
置
な
ど
)
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

の
で
は
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
実

情
な
ど
に
対
応
し
た
多
様
性
の
あ
る
み
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体

等
の
意
見
を
的
確
に
把
握
し
、
こ
れ
を
十
分
に
反
映
さ
せ

つ
つ
、
道
路
の
長
期
的
な
あ
り
方
･
性
格
を
具
体
的
に
決

定
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

･
道
路
の
あ
り
方
･
性
格
を
決
定
す
る
際
に
対
象
と
な

る
道
路
及
び
そ
の
沿
道
の
範
囲
に
つ
い
て
、
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

･
あ
り
方

･
性
格
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
一
つ
の
道

路
に
つ
き
一
つ
の
性
格
で
は
な
く
、
通
学
路
や
屋
台

通
り
な
ど
の
よ
う
に
時
間
帯
や
季
節
に
応
じ
て
柔
軟

に
性
格
を
変
化
さ
せ
る
道
路
も
あ
り
う
る
の
で
は
な

い
か
。

･
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
の
様
々
な

関
係
者
が
参
画
し
つ
つ
、
道
路
の
長
期
的
な
あ
り

方
･
性
格
を
決
定
し
て
い
く
仕
組
み

(協
議
会
の
設

置
な
ど
)
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

め

性
格
等
を
踏
ま
え
た
計
画
の
作
成
に
つ
い
て

･
ニ
ー
ズ
の
達
成
に
向
け
た
一
体
的
か
つ
統
一
的

な
取
組
み
を
行
う
た
め
に
は
、
道
路
の
あ
り

方
･
性
格
に
応
じ
て
、
道
路

･
沿
道
空
間

(そ



の
上
下
の
空
間
を
含
む
。)
の
範
囲
、
そ
の
整

備

･
管
理
の
方
法
や
ル
ー
ル
、
整
備

･
管
理
に

参
画
す
る
主
体
な
ど
を
定
め
た
計
画
の
作
成
が

必
要
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
め
の

協
議
会
を
活
用
す
る
な
ど
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
の
様
々
な
関
係
者
が
参

画
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

･
様
々
な
関
係
者
が
参
画
し
て
道
路
の
あ
り
方
･

性
格
の
決
定
や
性
格
等
を
踏
ま
え
た
計
画
の
作

成
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
資
金
面
や
技
術

面
で
の
支
援

(協
議
会
の
運
営
や
計
画
作
成
に

対
す
る
支
援
、
専
門
家
の
派
遣
な
ど
)
が
必
要

で
は
な
い
か
。

め
で
は
、

･
ニ
ー
ズ
の
達
成
に
向
け
た
一
体
的
か
つ
統
一
的
な
取

組
み
を
行
う
た
め
に
は
、
道
路
の
あ
り
方

･
性
格
に

応
じ
て
、
道
路

･
沿
道
空
間
の
範
囲
、
そ
の
整
備
,

管
理
の
方
法
や
ル
ー
ル
、
整
備
･
管
理
に
参
画
す
る

主
体
な
ど
を
定
め
た
計
画
の
作
成
が
必
要
で
は
な
い

か
。

･
上
記
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
を
活
用

す
る
な
ど
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体

等
の
様
々
な
関
係
者
が
参
画
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

･
様
々
な
関
係
者
が
参
画
し
て
道
路
の
あ
り
方
･
性
格

の
決
定
や
性
格
等
を
踏
ま
え
た
計
画
の
作
成
を
行
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
資
金
面
や
技
術
面
で
の
支
援
が

必
要
で
は
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

の

計
画
に
基
づ
く
道
路
の
多
様
か
つ
柔
軟
な
整

備
･
管
理
に
つ
い
て

①

道
路
･
沿
道
空
間
の
整
備
･
管
理
へ
の
様
々
な

主
体
の
参
画

･
道
路
･
沿
道
空
間
に
お
い
て
、
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
道
路
管
理
者
と
沿
道
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地
方
公
共
団
体
等
が
適
切
に
連

携
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
本
来
の
管

理
者
や
所
有
者
に
代
わ
っ
て
当
該
空
間
の
整

備
･
管
理
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
な
場
合
も
考

え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
ニ
ー
ズ
②
の
よ
う
に
沿
道
と
一
体

と
な
っ
た
空
間
の
整
備
･
管
理
を
行
う
こ
と
が

必
要
と
な
る
場
合
や
、
ニ
ー
ズ
③
の
よ
う
に
道

路
と
し
て
も
積
極
的
な
貢
献
が
求
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、道
路
区
域
内
は
道
路
管
理
者
、

区
域
外
は
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
と
い
っ
た
固

定
的
な
仕
組
み
で
は
十
分
に
対
応
で
き
ず
、
本

来
の
管
理
者
や
所
有
者
と
は
異
な
る
者
が
整

備
･
管
理
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
な
ケ
ー
ス
が

想
定
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
一
定
の
役
割
分
担
の
も
と
、

様
々
な
主
体
が
協
働
に
よ
り
道
路

･
沿
道
空
間

の
整
備
･
管
理
を
行
う
仕
組
み
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

○
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
き
め
細
や
か
な
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
を
実
現
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
め
の
協
議
会
を
活

用
し
つ
つ
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
主
体
的

に
道
路
の
管
理
の
一
部
を
担
う
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

さ
ら
に
、
魅
力
的
な
街
並
み
の
形
成
や
地
域
ブ

ラ
ン
ド
の
確
立
を
図
る
た
め
、
米
国
等
に
お

け
る
B
I
D

(※
)
に
よ
る
取
組
み
な
ど
を

参
考
に
し
つ
つ
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
道

路
管
理
の
一
部
も
含
め
地
区
全
体
の
管
理
を

一
体
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
考

え
ら
れ
な
い
か
。

○
歩
行
空
間
な
ど
沿
道
を
含
め
た
空
間
を
同
一

の
主
体
が
一
体
的
に
整
備
･
管
理
を
行
う
こ

と
が
効
果
的
で
あ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、



道
路
管
理
者
が
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
沿
道

の
整
備
･
管
理
の
一
部
に
つ
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
仕
組
み
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

0
民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
道
路
管
理
に

積
極
的
に
取
り
入
れ
る
た
め
、
指
定
管
理
者

制
度
等
を
よ
り

一
層
活
用
で
き
る
仕
組
み

(指
定
管
理
者
に
よ
る
主
体
的
な
道
路
附
属

物
駐
車
場
の
運
営
を
可
能
と
す
る
こ
と
な

ど
)
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

○
特
定
の
政
策
目
的

(景
観
や
環
境
、
防
災
な

ど
)
を
実
現
す
る
上
に
お
い
て
、
個
々
の
道

路
管
理
者
が
バ
ラ
バ
ラ
に
そ
の
実
現
に
取
り

組
む
よ
り
も
、
あ
る
特
定
の
道
路
管
理
者
が

複
数
の
道
路
の
一
体
的
な
整
備

･
管
理
を
行

う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

本
来
の
道
路
管
理
者
以
外
の
他
の
道
路
管
理

者
が
道
路
の
整
備

･
管
理
の
一
部
を
担
う
仕

組
み
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

※

B
I
D

(
切
塀
自
我
の
日白
雪
o
く
の
日
①己

□
耀
き
[二

…ま
ち
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る

た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
不
動
産
所
有
者
等

か
ら
負
担
金
を
徴
収
し
、
不
動
産
所
有
者
等

か
ら
な
る
運
営
組
合
等
が
当
該
負
担
金
を
活

用
し
て
道
路
の
清
掃
や
地
区
内
の
警
備
な
ど

を
含
め
た
地
区
全
体
の
管
理
を
行
う
制
度
。

･
ま
た
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
道
路
を
含
め
た

空
間
の
管
理
に
参
画
し
や
す
い
仕
組
み
や
沿
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
道
路
管
理
者
の
間
の
道
路
に

関
す
る
情
報
の
共
有
、
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
の
付
与
な
ど
が
必
要
で
は
な
い
か
。

の

①
で
は
、
道
路
･
沿
道
空
間
に
お
い
て
、
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、道
路
管
理
者
と
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

地
方
公
共
団
体
等
が
適
切
に
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
、

･
一
定
の
役
割
分
担
の
も
と
、
様
々
な
主
体
が
協
働
に

よ
り
道
路
･
沿
道
空
間
の
整
備
･
管
理
を
行
う
仕
組

み
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い

か
。

○
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
主
体
的
に
道
路
の
管
理
の

一
部
を
担
う
仕
組
み
や
、
道
路
管
理
の
一
部
も
含

め
地
区
全
体
の
管
理
を
一
体
的
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み

(例

"
B
I
D
に
よ
る
取
組
み
)

○
道
路
管
理
者
が
沿
道
の
整
備

･
管
理
の
一
部
に
つ

い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

○
民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
道
路
管
理
に
積
極

的
に
取
り
入
れ
る
仕
組
み

(例

…指
定
管
理
者
制

度
等
)

○
本
来
の
道
路
管
理
者
以
外
の
他
の
道
路
管
理
者
が

道
路
の
整
備
･
管
理
の
一
部
を
担
う
仕
組
み

･
ま
た
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
道
路
を
含
め
た
空
間

の
管
理
に
参
画
し
や
す
い
仕
組
み
や
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
道
路
管
理
者
と
の
間
の
道
路
に
関
す
る
情
報

の
共
有
、
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
な
ど
が

必
要
で
は
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

②

道
路
･
沿
道
空
間
の
一
体
的
な
整
備

･
管
理
を

行
う
た
め
の
実
効
性
の
担
保

,
①
に
よ
り
道
路

･
沿
道
空
間
の
整
備

･
管
理
へ

の
様
々
な
主
体
の
参
画
を
可
能
と
し
た
場
合
、

そ
の
役
割
分
担
を
明
確
化
し
、
当
該
空
間
の
一

体
的
な
整
備
･
管
理
の
実
効
性
を
担
保
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
沿
道
土
地
所
有
者
等
に
移
転
が
あ
っ

て
も
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
た
歩
行
空
間
や

美
し
い
景
観
、
防
災
上
の
機
能
、
魅
力
的
な
街

並
み
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
道
路
管
理
者
、
沿

道
土
地
所
有
者
等
が
良
好
な
道
路
･沿
道
空
間

を
長
期
に
わ
た
っ
て
確
保
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
oこ

の
た
め
、
道
路
管
理
者
、
沿
道
土
地
所
有



者
等
に
よ
る
協
定
制
度
な
ど
の
仕
組
み
は
考
え

ら
れ
な
い
か
。

の

②
で
は
、
道
路

･
沿
道
空
間
の
整
備
･
管
理
へ
の

様
々
な
主
体
の
参
画
を
可
能
と
し
た
場
合
、
そ
の
役
割
分

担
を
明
確
化
し
、
当
該
空
間
の
一
体
的
な
整
備
･
管
理
の

実
効
性
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
沿
道
土
地
所
有
者
等
に

移
転
が
あ
っ
て
も
道
路
管
理
者
、
沿
道
土
地
所
有
者
等
が

良
好
な
道
路

･
沿
道
空
間
を
長
期
に
わ
た
っ
て
確
保
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

･
道
路
管
理
者
、
沿
道
土
地
所
有
者
等
に
よ
る
協
定
制

度
な
ど
の
仕
組
み
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

③

道
路
の
あ
り
方
･
性
格
に
応
じ
た
構
造
基
準
や

占
用
許
可
基
準
の
多
様
化

イ

道
路
の
あ
り
方
･
性
格
に
応
じ
た
構
造
基
準

の
多
様
化

･
現
在
の
道
路
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
は
、
自
動

車
交
通
に
着
目
し
た
画
一
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
沿
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共

団
体
等
が
参
画
し
て
決
定
し
た
道
路
の
性
格
･

あ
り
方
に
十
分
に
対
応
で
き
る
も
の
と
は
な
っ

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
の
あ
り
方
･
性
格

(バ
イ

パ
ス
、
生
活
道
路
な
ど
)
に
応
じ
た
多
様
な
構

造
基
準
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

(例
)

◇
歩
行
者
や
自
転
車
を
優
先
し
た
、
移
動
し
や

す
い
構
造
の
道
路

(ニ
ー
ズ
①
関
連
)

◇
周
辺
の
景
観
に
配
慮
し
た
、
舗
装
の
な
い
道

路

(ニ
ー
ズ
③
関
連
)

◇
火
災
に
よ
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
広
幅

員
の
確
保
や
遮
断
効
果
の
あ
る
植
栽
を
行
う

な
ど
、
防
災
上
優
れ
た
機
能
を
有
す
る
道
路

(
ニ
ー
ズ
③
関
連
)

口

道
路
の
あ
り
方
･
性
格
に
応
じ
た
占
用
許
可

基
準
等
の
多
様
化

.
道
路
の
占
用
許
可
基
準
に
つ
い
て
は
、
主
と
し

て
、
占
用
物
件
の
性
格

會
凰
柱
や
水
道
管
な
ど
)

に
着
目
し
た
基
準
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
沿
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
方
公
共
団
体
等
が
参
画
し

て
決
定
し
た
道
路
の
性
格
･
あ
り
方
に
十
分
に

対
応
で
き
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
状
況
に

あ
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
の
あ
り
方
･
性
格

(バ
イ

パ
ス
、
生
活
道
路
な
ど
)
に
応
じ
た
多
様
な
占

用
許
可
基
準
等
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い

(例
)

◇
た
ま
り
空
間
を
有
す
る
道
路
や
地
域
の
に
ぎ

わ
い
を
有
す
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
目
的
に

合
致
す
る
物
件
の
占
用
を
柔
軟
化

(ニ
ー
ズ

①
②
関
連
)

◇
歴
史
的
建
造
物
が
建
ち
並
ぶ
文
化
的
な
通
り

や
良
好
な
景
観
を
有
す
る
道
路
に
つ
い
て

は
、
阻
害
要
因
と
な
る
物
件
の
占
用
を
規
制

(ニ
ー
ズ
②
③
関
連
)

◇
速
達
性
を
重
視
す
る
必
要
の
あ
る
道
路
に
つ

い
て
は
、
沿
道
か
ら
車
道
へ
の
車
の
出
入
り

の
た
め
の
改
築
工
事
の
禁
止

(
ニ
ー
ズ
(こ

関
連
)

な
ど

さ
ら
に
、
道
路
管
理
上
必
要
で
は
あ
る
が
歩
行

者
や
車
両
が
直
接
通
行
し
て
い
な
い
土
地
な
ど

に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
に
影
響
を
与
え
な
い

範
囲
内
で
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
活
性
化
の

観
点
か
ら
必
要
な
占
用
を
柔
軟
に
認
め
て
い
く

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

"

③
で
は
、

･
道
路
の
あ
り
方
･
性
格
に
応
じ
た
多
様
な
構
造
基
準

や
占
用
許
可
基
準
等
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い



か
。

･
道
路
管
理
上
必
要
で
は
あ
る
が
歩
行
者
や
車
両
が
直

接
通
行
し
て
い
な
い
土
地
な
ど
に
お
い
て
は
、
道
路

管
理
に
影
響
を
与
え
な
い
範
囲
内
で
、
ま
ち
づ
く
り

や
地
域
の
活
性
化
の
観
点
か
ら
必
要
な
占
用
を
柔
軟

に
認
め
て
い
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

め
で
は
、
様
々
な
情
報
の
提
供
や
道
路
の
観
光
ス
ポ
ッ

ト
と
し
て
の
活
用
な
ど
、
情
報
化
等
に
対
応
し
た
新
た
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
沿
道
企
業
や
情
報
提

供
会
社
な
ど
の
民
間
事
業
者
を
は
じ
め
と
し
た
、
道
路
管

理
者
以
外
の
様
々
な
主
体
の
参
画
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し

て
、,

道
路
管
理
及
び
交
通
の
安
全
に
支
障
が
な
い
範
囲
内

で
、
民
間
事
業
者
等
の
様
々
な
主
体
が
道
路
施
設
等

を
使
っ
て
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

と
い
っ
た
対
応
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

四

襄
こ
め

三
で
述
べ
た
道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
究
会
報
告
書
の
提

言
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
と
別
紙
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。国

土
交
通
省
で
は
、
こ
の
提
言
の
内
容
を
真
摯
に
受
け

止
め
、
｢道
路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
を
推
進
す
る
た
め
に
さ

ら
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

の

情
報
化
等
に
対
応
し
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
つ
い
て

,
ニ
ー
ズ
@
の
よ
う
に
、
様
々
な
情
報
の
提
供
や

道
路
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
活
用
な
ど
、

情
報
化
等
に
対
応
し
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
た
め
に
は
、
沿
道
企
業
や
情
報
提
供
会

社
な
ど
の
民
間
事
業
者
を
は
じ
め
と
し
た
、
道

路
管
理
者
以
外
の
様
々
な
主
体
の
参
画
が
不
可

欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
管
理
及
び
交
通
の
安
全
に

支
障
が
な
い
範
囲
内
で
、
民
間
事
業
者
等
の

様
々
な
主
体
が
道
路
施
設
等
を
使
っ
て
多
様
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

仕
組
み
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。



,遭鱗に対する国民の二…ズの多様化
< 背景>
簾国民の価値観やライフスタイルの変化
･情報社墓の進展
螂国民の礬加意識やボランティア意識の高まり
酵地鱗に根ざした特色あるまちづくりの進展 など

ギャップ

2 1世紀にふさわしい｢人と道路のつきあい方｣や｢地域と道路の新しい関係｣の構築を目的として、新しい
道路税錆道空間の形成に関する柔軟な制度について検討を行うことが必要 (=『邁鱗ルネッサンス｣の必要性)

< 手続きフロー>

{ ◎新たな道路の類型の設定 i

(2 )道路のあり方･性格の決定

･現行制度上は限定されている道路の類型の
多様化

･沿道コミュニティや地方公共団体等の発意に
より道路のあり方を決定する際のもととなる
大まかな道路の類型を設定。
※現行制度における道路類型は、大きく4種類のみ。

･沿道コミュニティ･地方公共団体等が参画しつつ、
地域のニーズに合った道路の性格を決定

･道路の性格等を踏まえ、沿道コミュニティ･
地方公共団体等が参画しつつ、地域のニーズ
に合った計画の作成
･計画には、道路の整備･管理の方法やルール、
道路･沿道空間のとらえ方について記載

(3 )性格等を踏まえた計画の作成

(4 )計画に基づく道路の多様かつ柔軟な整備･管理
①道路飜沿道空間の整備･管理への様々な主体の

参画◎注1 )
②道路簾沿道空間を一体的に整備飜管理するための
実効性の担保(注2)

③道路のあり方･性格に応じた構造基準や占用許可
基準の 様化

戦後の道路
･戦後のモータリゼーションの急速な進展への対応の
ため~自動車交通の円滑化と安全の確保が最優先
され、それ以外の機能ほとんど考慮されず

、 とト " ↓

‘戦後のモータリゼーションの急速な進展への対応の
ため~自動車交通の円滑化と安全の確保が最優先
され、それ以外の機能ほとんど考慮されず
･道路区域と区域外の明確な区分により~地域と道路
との一体性が希薄化 など

(5 )情報化に対応した
新たなサービス
の提供 (注3 )

D注11道路･沿道空間の整備･管理への様々な
主体の参画

･沿道コミュニティが主体的に道路の管理の一部
を担う仕組みや、道路管理の一部も含め地区全
体の管理を一体的に行う仕組み(例慈B ID 制度
による取組み)
･道路管理者が沿道の整備･管理の一部について
も行うことがで鞏る仕組み
･民間事業者等のノウハウを道路管理に積極的
に取り入れる仕組み
･本来の道路管理者以外の他の道路管理者が
道路の整備･管理の一部を担う仕組み

【ネ注2 1道路･沿道空間を一体的に整備･管理
するための実効性の担保
･道路管理者~沿道土地所有者等による協定制度
などの仕組み

【注3 1情報化等に対応した新たなサービスの
提供
･民間事業者等の様々な主体が道路施設等を
使って多様なサービスを提供できる仕組み

別紙 道路ルネッサンス研究会 報告書のポイント



道路局道路交通管理課

圓

嚢

｢道路ふれあい月間｣｣

わ
　　推進標語について

圓

圓

=

道
路
患
れ
弱
い
月
間

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
は
、
毎
年
八
月
一
日
か
ら
八

月
三
一
日
ま
で
の
一
ヵ
月
間
、
道
路
を
利
用
し
て
い
る
国

民
に
改
め
て
道
路
と
ふ
れ
あ
い
、
道
路
の
役
割
及
び
重
要

性
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
は
道
路
を
い
つ
く

し
む
と
い
う
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
及
び
道
路
の
正
し
い

利
用
の
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路
を
常
に
広
く
、
美

し
く
、
安
全
に
利
用
す
る
気
運
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
月
間
に
お
い
て
、
国
民
自
ら
が

道
路
の
役
割
及
び
重
要
性
を
十
分
理
解
し
、
自
主
的
か
つ

積
極
的
に
各
種
運
動
に
参
画
し
て
も
ら
え
る
よ
う
努
め
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
地
域
住
民
や
協
賛
団

体
の
関
係
者
等
を
構
成
員
と
す
る
委
員
会
等
を
設
置
す
る

な
ど
し
て
、
そ
の
意
向

･
意
見
を
把
握
し
、
で
き
る
限
り

地
域
住
民
等
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
で
き
る
運
動
を
展
開

す
る
と
と
も
に
、
各
地
域
の
特
性
に
応
じ
か
つ
効
果
の
高

い
運
動
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

各
種
の
行
事
は
、
地
域
住
民
等
が
主
体
と
な
っ
て
実
施

し
、
道
路
管
理
者
は
そ
れ
に
極
力
協
力
を
す
る
こ
と
で
、

少
し
で
も
多
く
の
住
民
の
み
な
さ
ん
に
道
路
の
正
し
い
利

用
を
啓
発
し
、
道
路
に
ふ
れ
あ
う
機
会
を
設
定
す
る
よ
う

な
行
事
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の

｢道
の
駅
｣
等
道
路
利
用
者
が
多
く

集
ま
り
、
か
つ
地
域
情
報
を
発
信
で
き
る
場
所
の
活
用
に

努
め
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
各
種
運
動
が
当
該
月
間
を
越
え
た
効
果
の

あ
る
取
組
み
に
つ
な
が
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
道
路
は
、
国
民
の
日
常
生
活
や
経
済
活

動
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
な
施
設
で
す
が
、

あ
ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
た
め
に
そ
の
重
要
性

が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
、
国
土
交
通
省
で

は

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
推
進
標
語
を
広
く

一
般
か

ら
募
集
し
、
改
め
て
道
路
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
多
く

の
方
々
に
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

道
路
愛
護
思
想
の
普
及
と
高
揚
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

二

推
進
標
語

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
一

月
中
旬
か
ら
三
月
三
一
日
ま
で
推
進
標
語
の
募
集
を
行

い
ま
し
た
。

推
進
標
語
は
、
｢道
路
は
国
民
共
有
の
、
つ
ま
り
あ
な

た
の
財
産
で
す
。
〈
み
ん
な
が
道
路
と
親
し
み
、
ふ
れ
あ

い
、
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
、
共
に
楽
し
く
利

用
し
ま
し
ょ
う
と

を
テ
ー
マ
に
、
全
国
の
各
道
路
管
理

者
の
関
係
事
務
所
、
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
･

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
、
｢道
の
駅
｣
、
自
治
体
の
道
路
維

持
担
当
部
署
及
び
そ
の
関
係
事
務
所
な
ど
で
の
応
募
用

チ
ラ
シ
の
配
布
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
募
集
を



行
っ
た
結
果
、
五
、
一
〇
二
作
品
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

良
賞
四
作
品
を
選
定
し
ま
し
た
。

◆
入
選
者
及
び
入
選
作
品

◆

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
、
五
月
三
〇
日

(火
)
に
浅
井

選
ば
れ
た
推
進
標
語
は
、
｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
期

圏
最
優
秀
賞

愼
平
氏

(写
真
家
)、
残
間
里
江
子
氏

(プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

間
中
に
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
等
に
よ
り
本
月
間
の
推
進
に

｢た
だ
い
ま
と

今
日
も
笑
顔
で

帰
る
道
｣

ー
)、
陣
内
貴
美
子
氏

(元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
･
バ
ド
ミ
ン

幅
広
く
活
用
す
る
と
と
も
に
、
｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣

広
島
県
尾
道
市

藤
井

ト
ン
選
手
)、
山
田
美
保
子
氏

(放
送
作
家

･
コ
ラ
ム
ニ

の
期
間
中
に
開
催
さ
れ
る

｢道
の
日
｣
の
イ
ベ
ン
ト
等
に

皿
優
秀
賞

ス
ト
)
の
四
氏
の
審
査
員
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ
、
最
近

お
い
て
表
彰
さ
れ
ま
す
。

○
一
般
の
部

の
道
路
事
情
や
こ
の
推
進
標
語
の
必
要
性
等
様
々
な
意
見

｢道
の
価
値

水
や
空
気
と

同
じ
価
値
｣

が
交
わ
さ
れ
、
最
優
秀
賞
一
作
品
、
優
秀
賞
四
作
品
、
優

平
成
一
人
年
度
の
入
選
者
と
作
品
は
次
の
通
り
で
す
。

大
阪
府
豊
中
市

鈴
木

昭

広
島
県
尾
道
市

藤
井

友
哉

さ
ん

大
阪
府
豊
中
市

鈴
木

昭
博

さ
ん

｢あ
り
が
と
う
。
い
つ
も
お
世
話
に

な
る
道
に
｣

大
阪
市
寝
屋
川
市

中
塚

美
穂

さ
ん

審査をお願いした浅井愼平氏と陣内貴美子氏 (写真左から)

○
学
生
の
部

｢友
達
と

楽
し
く
歩
け
る

道
が
好
き
=
心

熊
本
県
天
草
市

井
手
尾

有
百
美
さ
ん

｢友
だ
ち
と

楽
し
く
行
き
か
う

通
学
路
｣

奈
良
県
桜
井
市

高
田

明
裕

さ
ん

鬮
優
良
賞

○
一
般
の
部

｢こ
の
道
で

で
あ
い
･
ふ
れ
あ
い
･
ゆ
ず
り
あ
い
｣

静
岡
県
静
岡
市

山
下

奈
美

さ
ん

｢こ
の
道
が

結
ぶ
人
の
輪

地
域
の
輪
｣

兵
庫
県
丹
波
市

村
岡

孝
司

さ
ん

○
学
生
の
部

｢遠
回
り

そ
れ
で
も
こ
の
道

好
き
だ
か
ら
｣

“し

北
海
道
札
幌
市

岡
本

紘
佳

さ
ん

な　

｢人
と
人

道
で
広
が
る

心
の
輪
｣

宮
崎
県
宮
崎
市

阿
部

竜
弥

さ
ん

稻

山田美保子氏と残間里江子氏 (写真左から)

ふ
き
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~ ｢道の日｣ 中央行事をお台場で開催 !~

多
』

　　

道路局総務課 小田 康博

『道
の
日
｣
の
制
定
経
緯
と
趣
旨

道
路
は
、
国
民
経
済
を
支
え
、
国
民
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
施
設
で
す
が
、
あ

ま
り
に
身
近
な
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
重
要
性
が
見

過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。
一
方
、
明
日
を
目
指
し
た
道
路
づ

く
り
、
円
滑
な
道
路
整
備
･
道
路
管
理
を
維
持
す
る
た
め

に
は
、
国
民
の
皆
様
の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。

昭
和
五
七
年
三
月
五
日
の
道
路
審
議
会
の
建
議
に
お
い

て
、
｢今
後
の
道
路
整
備
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
国
民
の

理
解
と
協
力
が
そ
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
;
:

『道
の
日
』
を
定
め
る
な
ど
道
路
に
関
す
る
国
民
の
関
心

を
高
め
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。｣
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、

ま
た
昭
和
六
一
年
一
月
二
八
日
に
は
、
全
国
道
路
利
用
者

会
議
か
ら
、
｢明
日
を
目
指
し
た
道
路
づ
く
り

･
円
滑
な

道
路
整
備
･
道
路
管
理
を
推
進
し
、
道
路
財
源
の
確
保
等

を
図
る
た
め
に
は
、
国
民
の
理
解
と
協
力
が
そ
の
前
提
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
『道
の
日
』
を
設
け
、
あ
ら
た
め
て

道
の
意
義
･
重
要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
道
路
愛
護

の
精
神
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
日
と
す
る
。｣
と
の

提
言
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
建
設
省

(現
国
土
交
通
省
)
で
は

｢道
の
日
｣
の
制
定
に
向
け
検
討
を
続
け
、
昭
和
六
一
年

度
か
ら
八
月
一
〇
日
を

｢道
の
日
｣
と
し
、
道
路
の
意

義

･
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
皆
様
に
関
心
を
も
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
国
民
的
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
も

の
で
す
。

な
お
、
八
月

一
〇
日
を

｢
道
の
日
｣
と
し
た
の
は
、

①
大
正
九
年
八
月

一
〇
日
に
我
が
国
で
最
初
の
道
路
整

備
に
つ
い
て
の
長
期
計
画
で
あ
る
第

一
次
道
路
改
良
計

画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
、
②
広
く

一
般
国
民
に
定
着

し
て
い
る

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

(※
)｣
(八
月
一
日

~
八
月
三
一
日
)
の
期
間
中
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

※

平
成

一
三
年
度
よ
り

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
か

ら
名
称
変
更

『道
の
日
』
の
運
動

国
土
交
通
省
は
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
公
団
、
関

係
団
体
等
に
幅
広
く

｢道
の
日
｣
の
運
動
へ
の
参
加
を

呼
び
か
け
、
国
土
交
通
省
を
中
心
と
し
て
、
各
機
関

･

団
体
等
は
、
関
係
省
庁
の
協
力
を
得
つ
つ
相
互
に
連
携

し
、
毎
年
全
国
各
地
で
パ
レ
ー
ド
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

道
路
清
掃
な
ど
、
道
に
ち
な
ん
だ
各
種
行
事
及
び
活
動

を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。



霊

園
年
を
迎
え
る
『道
の
日
』
車
実
行
事

人
々
の
間
を
走
る

.

＼

遺
沿
い
の
茶
屋
。

＼に
きざ
≦

江
戸
時
代
の
過

ち
ミ
ク
レ

八
々
の
生
活
の

ち
醗
刈

逢
い
の
場
で
も
あ
り
終
ぞ
,̂

そ
ん
な
江
戸
の
遵
を

!

　
　

簿
の
可
能
性
を
越
じ
て

｢道
の
日
｣
実
行
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
開
催
さ
れ

る

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
に
つ
い
て
は
、
今
年
で
二
一
周

年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
年
度

｢道
の
日
｣
中

央
行
事
は

｢お
江
戸
道
る
ね
っ
さ
ん
す

~
知
ら
な
か
っ

た
日
本
の
道
が
見
え
て
く
る
。
~
｣
を
テ
ー
マ
に
、
8
月

6
日

(日
)
に
お
台
場
パ
レ
ッ
ト
タ
ウ
ン
、
シ
ン
ボ
ル
プ

ロ
ム
ナ
ー
ド
公
園
に
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

当
日
は

｢お
台
場
江
戸
街
道
｣
と
称
し
、
シ
ン
ボ
ル
プ

ロ
ム
ナ
ー
ド
公
園
に
て
江
戸
の
街
並
み
を
再
現
し
、
瓦
版

や
南
京
玉
す
だ
れ
と
い
っ
た
大
道
芸
や
お
子
様
向
け
の
駕

篭
や
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

パ
レ
ッ
ト
タ
ウ
ン
に
設
置
し
た
特
設
ス
テ
J
ジ
で
は
、
道

路
ふ
れ
あ
い
月
間
推
進
標
語
表
彰
式
、
2
0
0
6

｢道
の

日
｣
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
で
あ
る
人
気
タ
レ
ン
ト

｢青
木
さ
や

か
｣
さ
ん
に
よ
る
ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
、
忍
た
ま
乱
太
郎
シ
ョ

ー
、
ク
イ
ズ
大
会
な
ど
開
催
さ
れ
ま
す
。
入
場
は
無
料
、

誰
で
も
自
由
に
参
加
で
き
ま
す
。

八
月
六
日

(日
)
に
は
、
是
非
お
台
場
に
足
を
お
運
び

い
た
だ
き
、
江
戸
の
街
並
み
や
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
を
楽
し

み
な
が
ら
、
普
段
何
気
な
く
使
っ
て
い
る

｢道
｣
に
つ
い

て
、
じ
っ
く
り
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
?



　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

麹
癰
湛
放
置
物
件
の
対
処
に
つ
い
て

轆

圈

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室
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(廊
下
を
猛
ダ
ッ
シ
ュ
で
駆
け
て
く
る
大
野
係
員
)

す
い
ま
せ
ん
。
駅
前
の
歩
道
を
メ
ー
ル
を
し
な
が
ら

大
野
係
員

ハ
ア
、
ハ
ア
、
ギ
リ
ギ
リ
セ
ー
フ
だ
。

坂
上
係
員

な
に
が
ギ
リ
ギ
リ
セ
ー
フ
よ
、
遅
刻
よ
、
遅
刻
、
最

近
ち
ょ
っ
と
た
る
ん
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
?

と
こ
ろ
で
ど
う
し
た
の
?

ズ
ボ
ン
が
破
け
て
血
が

出
て
る
じ
ゃ
な
い
、
手
当
て
し
て
あ
げ
る
か
ら
こ
っ
ち

に
い
ら
っ
し
ゃ
い
。

大
野
係
員

あ
っ
、
本
当
だ
。
こ
の
前
の
ボ
ー
ナ
ス
で
買
っ
た
ば

っ
か
り
だ
っ
た
の
に
ー
。

坂
上
係
員

ま
あ
、
ケ
ガ
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
く
ら

い
、
急
い
で
き
た
こ
と
は
評
価
す
る
け
ど
、
あ
ん
ま
り

あ
わ
て
る
と
事
故
の
も
と
よ
。

大
野
係
員

歩
い
て
い
た
ら
、
お
年
寄
り
の
方
と
ぶ
つ
か
り
そ
う
に

な
り
ま
し
て
、
ぱ
っ
と
避
け
た
拍
子
に
ー
。

坂
上
係
員

ど
う
せ
前
を
見
ず
に
歩
い
て
い
た
ん
で
し
ょ
。
お
年

寄
り
に
ケ
ガ
は
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

大
野
係
員

当
然
で
す
よ
、
こ
の
身
を
犠
牲
に
し
て
避
け
た
ん
で

す
か
ら
。
で
も
置
い
て
あ
っ
た
看
板
に
ぶ
つ
か
っ
て
し

ま
っ
て
、
多
分
そ
の
と
き
に
ケ
ガ
を
し
た
ん
だ
と
思
い

ま
す
。
な
ん
で
、
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
看
板
な
ん
か
!
、

ブ
ツ
ブ
ツ
。

坂
上
係
員

そ
う
だ
っ
た
の
、
そ
れ
は
災
難
だ
っ
た
わ
ね
。
確
か

に
駅
前
の
歩
道
に
は
危
険
な
物
件
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
も

の
ね
。

大
野
係
員

そ
う
、
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
、
置
き
看
板
や
捨
て
看

板
、
の
ぼ
り
竿
、
商
品
の
陳
列
棚
等
々
、
歩
く
の
に
は

邪
魔
だ
し
、
す
れ
違
う
人
と
も
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
り

ま
す
か
ら
ね
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
放
置
物
件

を
除
去
し
て
、
円
滑
な
道
路
交
通
環
境
を
実
現
す
る
の

が
道
路
管
理
者
と
し
て
の
責
務
で
す
よ
ね
。
早
速
、
除

去
し
に
行
っ
て
き
ま
す
。

坂
上
係
員

ち
ょ
っ
、
ち
ょ
っ
と
待
ち
な
さ
い
。
捨
て
看
板
み
た

い
な
財
産
価
値
の
無
い
も
の
な
ら
別
だ
け
ど
、
置
き
看

板
と
か
は
誰
か
の
持
ち
物
な
わ
け
で
し
ょ
。
除
去
す
る

に
は
根
拠
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
。
ま
ず
、
道
路
法

で
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
き
ち
ん
と
整

理
し
て
み
ま
し
ょ
う
o

大
野
係
員

そ
れ
も
そ
う
で
す
ね
、道
路
法
令
総
覧
に
よ
る
と
;
、

あ
っ
た
あ
っ
た
。
ま
ず
道
路
法
第
四
三
条
で
道
路
に
関

す
る
禁
止
行
為
と
し
て

｢
一

み
だ
り
に
道
路
を
損
傷

し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
｣
｢二

み
だ
り
道
路
に
土

石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積
し
、
そ
の
他
道
路
の
構

造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虜
の
あ
る
行
為
を
す
る

こ
と
｣以
上
の
二
点
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

ま
た
、
道
路
法
第
四
四
条
の
二
で
は
違
法
放
置
物
件

を
道
路
管
理
者
自
ら
が
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
ん
で
、
こ
れ
で
問
題
な
し
で
す
ね
。
そ

れ
じ
ゃ
あ
行
っ
て
き
ま
す
。



坂
上
係
員

で
も
、
道
路
法
第
四
四
条
の
二
で
は

｢当
該
違
法
放

置
物
件
の
占
用
者
、
所
有
者
そ
の
他
当
該
違
法
放
置
物

件
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
｣
、
ま
た

｢第
七
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
は
所
有
者

を
捜
す
こ
と
が
先
決
よ
ね
。
そ
れ
に
こ
の
第
七
一
条
第

一
項
は
何
を
規
定
し
て
い
る
の
か
し
ら
?

大
野
係
員

監
督
処
分
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、
氏
名

･
住
所
が
不

明
で
監
督
処
分
を
か
け
ら
れ
な
い
時
に
だ
け
、
道
路
管

理
者
が
自
ら
除
去
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
?

基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
所
有
者
が
違
法
放
置
物
件
が
除

去
す
べ
き
と
言
う
こ
と
は
解
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
だ

と
時
間
が
掛
か
っ
て
し
ま
う
し
、
な
ん
だ
か
面
倒
く
さ

い
で
す
ね
。

坂
上
係
員

そ
う
ね
、
時
間
も
掛
か
る
し
、
手
続
も
煩
雑
に
な
る

わ
ね
。
さ
ら
に
道
路
管
理
者
が
自
ら
違
法
放
置
物
件
を

除
去
す
る
場
合
に
は
、
行
政
代
執
行
法
に
よ
る
行
政
代

執
行
の
手
続
も
必
要
に
な
る
わ
ね
。

渡
邊
課
長

そ
う
で
す
ね
、
特
に
行
政
代
執
行
で
は
事
前
の
戒
告

等
に
よ
り
義
務
履
行
期
間
を
定
め
て
、
相
手
方
が
そ
の

期
間
内
に
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
に
初
め
て
代
執
行

を
行
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
時
間
は
か
か
り
ま
す

ね
。だ

け
ど
緊
急
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
手
続
を
経
ず
に

強
制
力
を
行
使
す
る
方
法
と
し
て
、
即
時
強
制
と
い
う

考
え
方
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

大
野
係
員

そ
れ
っ
て
、
さ
っ
き
ボ
ク
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
で

す
よ
ね
。
道
路
管
理
者
な
ん
だ
か
ら
当
然
で
き
る
気
が

第
四
三
条

何
人
も
道
路
に
関
し
、
左
に
掲
げ
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

み
だ
り
に
道
路
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ

主と
0

二

み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た

い
積
し
、
そ
の
他
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障

を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

第
四
四
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
第
四
三
条
第
二
号

の
規
定
に
違
反
し
て
、
道
路
を
通
行
し
て
い
る
車
両

か
ら
落
下
し
て
道
路
に
放
置
さ
れ
た
当
該
車
両
の
積

載
物
そ
の
他
の
道
路
に
放
置
さ
れ
た
物
件

(以
下
こ

の
条
に
お
い
て

｢違
法
放
置
物
件
｣
と
い
う
。)
が
、

道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
、
所
有
者
そ
の
他
当

該
違
法
放
置
物
件
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
｢違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
｣

と
い
う
。)
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
第
七
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件

を
自
ら
除
去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委

任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
一
条

道
路
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法

律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
っ
て
与
え
た
許
可
若

し
く
は
承
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、

若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
行
為
若
し
く

は
工
事
の
中
止
、
道
路

(連
結
許
可
等
に
係
る
自
動

車
専
用
道
路
と
連
結
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。)
に
存
す
る
工
作
物
そ
の
他
の

物
件
の
改
築
、
移
転
、
除
却
若
し
く
は
当
該
工
作
物

そ
の
他
の
物
件
に
よ
り
生
ず
べ
き
損
害
を
予
防
す
る

た
め
に
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
道
路
を

原
状
に
回
復
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



す
る
ん
で
す
け
ど
。

ま
あ
、
大
野
係
員
の
道
路
管
理
者
と
し
て
の
道
は
ま
だ

渡
邊
課
長

一
歩
も
踏
み
出
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。

い
や
い
や
、
即
時
強
制
は

｢目
前
急
迫
の
必
要
が
あ

渡
邊
課
長

っ
て
義
務
を
命
ず
る
暇
が
な
い
場
合
に
、
行
政
機
関
が

い
や
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
0

･
五

相
手
方
の
義
務
の
不
履
行
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

歩
ぐ
ら
い
は
踏
み
出
し
て
い
ま
す
よ
、
私
が
保
証
し
ま

直
接
い
き
な
り
国
民
の
身
体
や
財
産
に
実
力
を
加
え
、

す
。

行
政
上
必
要
な
状
態
を
作
り
出
す
作
用
を
い
う
。｣
と

大
野
係
員

さ
れ
て
い
て
、
通
常
の
強
制
執
行
よ
り
も
、
一
段
と
厳

そ
ん
な
あ
、
み
な
さ
ん
ひ
ど
い
で
す
よ
:
･。

し
い
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

大
野
係
員

そ
う
よ
、
道
路
法
第
四
四
条
の
二
も
あ
る
意
味
即
時

強
制
に
あ
た
る
け
れ
ど
、
落
下
物
等
を
放
置
す
る
す
る

こ
と
に
よ
る
事
故
の
危
険
性
が

｢目
前
急
迫
の
必
要
｣

に
該
当
し
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が

｢義
務
を
命
ず
る
暇
が
な
い
場
合
｣
に
該
当

す
る
か
ら
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の
。

渡
邊
課
長

財
産
権
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
で
す
か
ら
、
道

路
管
理
者
も
行
政
機
関
で
あ
る
限
り
、
有
形
力
を
行
使

し
て
身
体
･
財
産
に
働
き
か
け
る
に
は
、
法
律
に
基
づ

い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

大
野
係
員

そ
う
で
す
か
、
や
っ
ぱ
り
地
道
に
こ
つ
こ
つ
と
や
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。

坂
上
係
員

そ
の
と
お
り
、千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
と
言
う
し
ね
。
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現
場
の
取
組
み
事
例

原
圓
者
賞
蛔
制
度
の
現
状
と
鬮
題
点
に
つ
い
て

近
畿
地
方
整
備
局

兵
庫
国
道
事
務
所
管
理
第
一
課

一

は
じ
め
に

道
路
に
お
け
る
原
因
者
負
担
制
度
は
、
特
別
の
原
因
に

よ
り
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
必
要
と
す

る
に
至
っ
た
場
合
に
、
そ
の
原
因
を
与
え
た
者
に
一
定
の

義
務
を
課
す
こ
と
が
道
路
の
管
理
に
支
障
の
な
い
限
り
衡

平
で
あ
る
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
た
規
定
で
す
。

道
路
法
で
は
、
原
因
者
負
担
金
制
度
と
し
て
第
二
二
条

の
原
因
者
工
事
施
行
命
令
と
第
五
八
条
の
原
因
者
負
担
金

の
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
我
々
が
管
理
す
る
直
轄
国
道
は

重
要
な
幹
線
道
路
で
あ
る
た
め
、
速
や
か
な
復
旧
措
置
が

求
め
ら
れ
、
原
因
者
に
工
事
を
施
行
さ
せ
る
と
復
旧
が
遅

く
、
さ
ら
な
る
事
故
を
誘
発
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
近

畿
地
方
整
備
局
で
は
基
本
的
に
第
五
人
条
で
対
応
し
て
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
第
二
二
条
に
基
づ
く
命
令
が
全
く
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
限

1

損
傷
の
発
見

定
的
に
取
扱
っ
て
い
ま
す
。

交
通
事
故
の
場

近
畿
地
方
整
備
局
管
内
で
の
道
路
附
属
物
復
旧
工
事

は
、
平
成
エ
ハ年
度
は
二
、
三
五
四
件
、
平
成
一
七
年
度

は
二
、
四
〇
七
件
で
す
が
、
こ
の
う
ち
、
第
二
二
条
に
基

づ
く
原
因
者
施
行
は
、
平
成
一
六
年
度
は
一
四
件
、
平
成

一
七
年
度
は
四
件
と
全
体
の
一
%
未
満
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
が
第
五
八
条
の
原
因
者
負
担
金
命
令
に
な
っ
て
い
ま
す

(表
参
照
)。

こ
こ
か
ら
は
、
第
五
人
条
に
基
づ
く
原
因
者
負
担
金
に

つ
い
て
、
述
べ
て
い
き
ま
す
。

三

原
因
者
負
担
金
撤
収
の
流
れ
と
問
題
点

原
因
者
負
担
金
徴
収
の
事
務
の
流
れ
を
簡
単
に
示
す

と
、
図
(28
頁
参
照
)
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
の
場
合
は
、
通
常
、
警
察
か
ら
損
傷
の
通
報
が

あ
り
ま
す
が
、
通
報
が
な
い
場
合
も
あ
り
、
パ
ト
ロ
ー
ル
等

に
よ
っ
て
損
傷
を
発
見
し
た
場
合
は
、
警
察
へ
の
問
い
合
わ

せ
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
の
結
果
、
当
て
逃
げ

が
判
明
し
た
場
合
は
、
警
察
署
に
赴
き
数
回
調
査
し
、
必
要

に
応
じ
て

｢被
害
届
｣
を
提
出
し
原
因
者
の
捜
索
を
依
頼
し

ま
す
。
原
因
者
が
不
明
の
場
合
は
、
｢不
明
事
故
｣
と
し
て

処
理
さ
れ
ま
す
。
近
畿
地
方
整
備
局
管
内
の

｢不
明
事
故
｣

の
件
数
は
、
平
成
一
六
年
度
で
道
路
附
属
物
復
旧
工
事
全
体

の
約
二
人
%
、
平
成
一
七
年
度
で
の
約
三
五
%
と
か
な
り
高

い
数
字
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

2

損
傷
行
為
者
の
調
査
及
び
特
定

損
傷
行
為
者
の
特
定
の
方
法
は
、
警
察
か
ら
の
通
報
、



(単位 :千円)

表 近畿地方整備局管内の道路附属物復旧工事施行状況

年度 損傷物件

原 因 者 判 明 原因者不明

合 計行暮原 断者
9

理

鬚
籍

@

道
計 維持費復旧

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成16年度

防護柵 QY 250 鰡 ; ㈱繊 酸 蹴 艘効照明施設 Û Û 88

纖
88

棘
12

鞠 脚

妙標識 -1-▲ 500 賄 棘
106

疎
42 猟 148

輳そのf也 m 蹴 443

“
453

鞠
171

緘
624

鰯合計 韻 鰡 廓紳廊舞
667

緘 猟鞠
平成17年度

防護柵 ハソム 89 濶 嬬
846

嬬
495 戦 即 ㈱照明施設凡 14 斡 れ

蹴 72

飜 韓 繊 86

鰊標不識 =̂〉 Û 65

劇 65

聴 れ 蝋 136

猟そのf也 1L 蹴 571

麟 腋 麟
272

鰄 844

蹴合計 4▲ 鱒 贓 綴 贓 鰊
852

鰔 幼 薇
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
発
見
、
本
人
の
申
し

出
、
警
察
で
の
調
査
、
自
動
車
安
全
運
転
セ

ン
タ
ー
発
行
の

｢交
通
事
故
証
明
書
｣
等
が

あ
り
ま
す
。

特
殊
な
例
と
し
て
、
原
因
者
が
収
監
中
の

場
合
を
紹
介
し
ま
す
。

出
張
所
に
よ
る
初
期
の
警
察
署
で
の
調
査

に
よ
り
、
盗
難
車
を
運
転
中
の
事
故
で
あ
り

原
因
者
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
拘

置
所
に
留
置
さ
れ
判
決
が
出
て
刑
務
所
に
入

所
し
た
と
い
う
情
報
が
入
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
実
際
に
服
役
中
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

｢受
刑
者
の
確
認
に
つ
い
て
｣
と
題
し
、
氏

名

･
住
所

･
生
年
月
日
･
事
故
日
･
事
故
場

所
･
搭
乗
車
を
記
載
の
う
え
、
事
故
証
明
(写
)

を
添
付
し
て
公
文
書
で
刑
務
所
に
確
認
を
し

ま
し
た
。
刑
務
所
長
よ
り
、
服
役
中
と
の
回

答
が
あ
っ
た
の
で
、
次
に
事
故
原
因
者
で
あ

る
か
否
か
の
本
人
確
認
と
原
因
者
で
あ
る
場

合
に

｢現
認
書
｣
を
徴
収
す
べ
く
、
刑
務
所

に
面
会
を
申
請
し
ま
し
た
。
氏
名

･
面
会
理

由

･
面
会
希
望
日
を
記
入
し
、
｢特
別
面
会
｣

と
し
て
公
文
書
で
申
請
す
る
と
、
刑
務
所
か

ら
面
会
日
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
原
因
者
と
面

会
し
ま
し
た
。
原
因
者
は
、
当
該
事
故
を
起

こ
し
た
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、
費
用
負

担
請
求
に
つ
い
て
も
事
故
後
警
察
官
を
通
じ
そ
の
内
容
を

聞
い
て
お
り
、
｢現
認
書
｣
へ
の
署
名
等
を
す
る
意
思
を

示
し
ま
し
た
が
、
書
類
等
を
直
接
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で

｢差
入
｣
の
手
続
き
に
よ
り
、
｢現
認
書
｣
と
返
信

用
封
筒
を
差
入
ま
し
た
。
後
日
、
｢現
認
書
｣
と
出
所
後

に
費
用
負
担
金
を
支
払
う
旨
記
載
さ
れ
た
文
書
が
返
送
さ

れ
ま
し
た
。

3

費
用
負
担
者
の
決
定

⑩

複
合
事
故
の
場
合

複
数
の
車
両
が
関
係
す
る
事
故
に
よ
り
道
路
構
造
物
を

損
傷
し
た
場
合
、
一
般
的
に
は
共
同
不
法
行
為
(民
法
第

七
一
九
条
)
に
該
当
し
、
法
理
論
的
に
は
関
係
者
全
員
を

原
因
者
と
し
て
負
担
金
納
付
命
令
を
行
う
こ
と
も
可
能
で

す
が
、
道
路
管
理
者
は
公
用
負
担
制
度
を
適
用
し
、
実
務

上
、
道
路
構
造
物
等
を
直
接
損
傷
し
た
者
を
基
本
的
に
費

用
負
担
者
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
事
故
当
事
者
に

は
事
故
原
因
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
が
あ
る
た
め

に
、
費
用
負
担
を
命
令
さ
れ
た
者
か
ら
強
い
反
発
が
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

直
接
の
損
傷
者
に
費
用
負
担
命
令
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
平
成
一
四
年
四
月
三
五
日
付
け
国
道
交
第
一
七
〇
号

裁
決
書
で
も
不
当
な
処
分
で
な
い
と
採
決
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

こ
の
ケ
ー
ス
は
、
第
三
者
が
運
転
す
る
車
が
セ
ン
タ
ー
オ

ー
バ
ー
し
、
当
該
原
因
者
の
運
転
す
る
ト
ラ
ッ
ク
(甲
車
)
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に
衝
突
し
、
そ
の
反
動
で
甲
車
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
、

道
路
附
属
物
を
損
傷
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
裁
決
書
で
は
、

｢法
第
五
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
原
因
者
負
担
金
制
度
は
、

他
の
者
の
損
傷
行
為
等
に
よ
り
道
路
に
復
旧
工
事
の
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
、
当
該
損
傷
の
原
因
者
に
復
旧
工
事
の
費
用

を
負
担
さ
せ
る
人
的
公
用
負
担
の
制
度
で
あ
り
、
本
項
の
適

用
に
当
た
っ
て
は
、
行
為
と
損
傷
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ

れ
ば
足
り
、
原
因
者
の
故
意
、
過
失
は
要
件
と
せ
ず
、
ま
た
、

行
為
が
適
法
で
あ
る
と
違
法
で
あ
る
と
問
わ
な
い
も
の
と
解

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
仮
に
甲
車
側

に
過
失
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
甲
車
が
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
に
衝
突
し
た
と
い
う
行
為
と
本
件
損
傷
に
相
当
の
因
果
関

係
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
甲
車
を
原
因
者
と
し
て
認
定
し
、

審
査
請
求
人
に
本
件
復
旧
工
事
費
用
の
負
担
を
命
じ
た
本
件

処
分
は
、
不
当
な
処
分
で
は
な
い
。｣
と
理
由
が
付
さ
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
負
担
金
納

付
命
令
を
行
う
に
先
立
ち
、
｢道
路
管
理
者
と
し
て
複
合
事

故
鐙
ハ同
不
法
行
為
)
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
こ
と
｣、

｢道
路
管
理
者
と
し
て
瑕
疵
割
合
を
決
定
す
る
事
が
出
来
ず

直
接
損
傷
行
為
者
に
対
し
て
命
令
し
て
い
る
こ
と
｣、
｢事
故

関
係
者
間
の
負
担
割
合
の
決
定
及
び
納
付
者
か
ら
の
求
償
の

方
法
等
に
つ
い
て
は
事
故
関
係
者
間
で
決
定
し
て
頂
く
こ

と
｣
を
書
面
等
に
よ
り
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

②

行
為
者
が
被
用
者
の
場
合

;
行
為
者
か
ら
｢現
認
書
｣
を
徴
収
で
き
な
か
っ
た
事
例

被
用
者
が
、
使
用
者
の
事
業
の
執
行
の
た
め
自
動
車
を

運
転
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
道
路
構
造
物
等
を
損
傷
す
る

と
と
も
に
自
ら
も
負
傷
し
、
入
院
後
、
職
場
復
帰
す
る
こ

と
な
く
退
職
し
ま
し
た
。
入
院
中
に
被
用
者
本
人
か
ら

『現
認
書
』
を
徴
収
す
べ
く
努
力
し
ま
し
た
が
、
徴
収
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

『現
認
書
』
は
、
ま
ず
行
為
者
本
人
が
事
故
を
起
こ
し

た
こ
と
を
認
め
、
署
名
･
捺
印
す
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト

と
し
ま
す
が
、
上
記
の
理
由
か
ら
徴
収
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
『現
認
書
』
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
使
用
者
か
ら
損

傷
年
月
日
･
損
傷
場
所

･
損
傷
物
件
名
及
び
数
量
･
行
為

者
と
の
関
係
と
行
為
者
の
住
所
･
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
費

用
負
担
者
=
使
用
者
の

『確
約
書
』
を
徴
収
す
る
こ
と
で

使
用
者
に
工
事
原
因
者
費
用
負
担
金
命
令
を
行
い
ま
し

た
。
な
お
、
行
為
者
本
人
か
ら

『現
認
書
』
が
徴
収
で
き

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『確
約
書
』
と

『交
通
事
故
証

明
書
』
の
照
合
に
よ
っ
て
関
係
者
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。

③

原
因
者
が
死
亡
し
た
場
合

,
相
続
人
が
相
続
放
棄
し
た
事
例

道
路
構
造
物
等
の
損
傷
事
故
が
原
因
で
原
因
者
が
死
亡

し
、
負
担
請
求
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
『交

通
事
故
証
明
書
』
の
記
載
を
も
と
に
相
続
人
調
査
を
開
始

し
ま
し
た
が
、
配
偶
者
及
び
子
が

｢債
務
超
過
｣
を
理
由

に
家
庭
裁
判
所
に
民
法
第
九
一
五
条
第
一
項
の

｢相
続
放

棄
の
申
述
｣
の
手
続
き
を
行
い
、
受
理
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
同
法
第
八
八
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
父
母
、

祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
調
査
を
し
ま
し
た
が
、

相
続
人
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

次
に
損
害
保
険
に
つ
い
て
調
査
す
る
と
、
原
因
者
が
運

転
し
て
い
た
車
は
、
他
人
の
車
で
あ
り
、
『交
通
事
故
証

明
書
』
に
よ
る
と
自
賠
責
保
険
に
も
未
加
入
で
し
た
。
現

在
、
原
因
者
が
加
入
し
て
い
た
任
意
保
険
の

｢他
車
運
転

危
険
補
償
特
約
｣
が
適
用
に
な
る
か
、
保
険
会
社
の
結
論

待
ち
の
状
態
で
す
。

回

原
因
者
が
自
己
破
産
し
た
事
例

道
路
構
造
物
の
損
傷
事
故
を
起
こ
し
た
後
、
原
因
者
が

自
己
破
産
を
申
し
立
て
、
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
原
因
者
の

担
当
弁
護
士
か
ら
破
産
手
続
き
に
関
す
る

｢通
知
書
｣
及

び

｢決
定
｣
に
つ
い
て
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
破
産
法
第
二

五
一
条
は
、
債
権
者
に
対
し
て
破
産
者
の

｢免
責
に
つ
い

て
の
意
見
申
述
｣
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
原
因
者

に
つ
い
て
同
法
第
二
五
二
条
に
該
当
す
る
事
由
に
つ
い
て

の
具
体
的
な
事
実
に
係
る
個
人
情
報
を
有
し
な
い
の
で
、

｢免
責
に
つ
い
て
の
意
見
申
述
｣
は
断
念
し
ま
し
た
。

破
産
の
決
定
後
、
同
法
第
二
五
三
条
第
一
項
第
百
万
の

租
税
等
の
請
求
権
と
同
様
に
、
道
路
法
五
人
条
の
原
因
者

負
担
金
が
、
破
産
に
よ
る
免
責
の
対
象
外
か
否
か
に
つ
い

て
、
当
方
の
弁
護
士
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
｢道
路
法
第

七
三
条
第
三
項
に
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
と
あ
り
、

対
象
外
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。｣
と
の
回
答
を

得
ま
し
た
。
こ
の
回
答
を
踏
ま
え
、
原
因
者
側
弁
護
士
に

原
因
者
に
対
し
負
担
金
を
請
求
す
る
旨
連
絡
し
、
当
所
の



主
張
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

4

原
因
者
負
担
金
の
算
定

=

基
本
的
な
考
え
方

原
因
者
負
担
金
の
算
定
に
お
い
て
、
そ
の
範
囲
は

｢必

要
を
生
じ
た
限
度
内
｣
、
つ
ま
り
、
破
損
し
た
物
件
等
の

｢原
形
復
旧
又
は
機
能
回
復
の
限
度
内
｣
が
そ
の
範
囲
で

あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る

｢改
良
部
分
や
機
能
増
大
分
｣
を

工
事
原
因
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
問

題
と
な
る
の
は
、
修
繕
等
を
行
わ
ず
に
新
し
い
も
の
と
取

り
替
え
た
場
合
、
費
用
負
担
者
か
ら
の

｢経
過
年
数
等
に

よ
る
減
価
償
却
が
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。｣
と
い
う
主

張
で
す
。

道
路
法
第
五
人
条
は
、
｢機
能
回
復
｣
を
求
め
て
お
り
、

損
傷
前
の
財
産
価
値
の
補
償
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
と
、
復
旧
に
際
し
同
等
程
度
の
年
数
を
経
た
物
品
を
確

保
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
難
し
い
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙

げ
ら
れ
、
平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
札
幌
高
裁
判
決
が
参

考
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
構
造
物
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
劣
化
し
、

｢機
能
｣
が
低
下
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
社
会

通
念
上
の
費
用
負
担
の
範
囲
と
し
て
、
減
耗
分
の
控
除
を

検
討
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

②

事
務
費
に
つ
い
て

原
因
者
負
担
金
の
算
定
に
は
、
工
事
費
の
他
事
務
費
も

含
ま
れ
、
こ
の
事
務
費
を
巡
っ
て
、
相
手
方
が
納
得
し
な

い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
過
去
に
は
行
政
不
服
審
査
請
求
も
あ

は
、
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
管
理
瑕
疵
の
件
で
示
談
す

り
ま
し
た
。

る
際
に
原
因
者
と
も
め
る
こ
と
に
な
り
、
原
因
者
負
担
金

事
務
費
の
算
出
は
、
工
事
費
の
総
額
に
一
定
の
率

(事

務
費
率
)
を
乗
じ
て
行
う
も
の
で
、
昭
和
四
五
年
か
ら
事

務
比
率
が
適
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
見
直
し
要
望
が
多
く
、

社
会
的
ニ
ー
ズ
が
高
か
っ
た
た
め
、
実
績
調
査
を
行
っ
た

う
え
で
、
平
成
一
六
年
に
事
務
費
率
の
見
直
し
が
あ
り
、

以
前
よ
り
も
低
率
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
見
直
し
以
降
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
審
査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
社

会
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
実
績
調
査
や
見
直
し
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

③

管
理
瑕
疵
と
競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て

一
件
の
事
故
で
、
第
五
八
条
の
原
因
者
負
担
金
と
国
家

賠
償
法
第
二
条
に
基
づ
く
道
路
管
理
瑕
疵
が
競
合
す
る
ケ

ー
ス
は
稀
で
す
が
、
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
す
。

例
え
ば
、
原
因
者
が
車
を
走
行
中
に
、
ス
リ
ッ
プ
し
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
激
突
し
た
が
、
ス
リ
ッ
プ
は
凍
結
が
原

因
で
あ
っ
た
場
合
で
す
。
車
を
運
転
す
る
原
因
者
に
過
失

が
な
け
れ
ば
道
路
損
傷
扱
い
に
は
せ
ず
、
負
担
金
徴
収
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
因
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
は
、
ど
の

よ
う
に
処
理
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

従
来
は
、
原
因
者
負
担
金
と
管
理
瑕
疵
に
よ
る
国
の
債

務
を
分
け
て
考
え
、
別
々
に
処
理
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

場
合
、
原
因
者
負
担
金
と
し
て
請
求
す
る
額
は
、
国
の
瑕

疵
分
も
含
め
て
、
一
〇
0
%
原
因
者
に
請
求
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
直
接
の
原
因
者
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う
点
で

る
際
に
原
因
者
と
も
め
る
こ
と
に
な
り
、
原
因
者
負
担
金

命
令
に
つ
い
て
も
無
視
さ
れ
、
も
し
く
は
審
査
請
求
が
出

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

全
国
の
地
方
整
備
局
に
事
例
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
に
一
件
の
事
故
を
同
時
に
処
理
し
、
相
殺
等
を
行

っ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
二
つ
を
同
時
に
処

理
で
き
る
方
法
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
原
因
者
負
担
制
度
に
つ
い
て
、
第
五

人
条
の
原
因
者
負
担
金
を
中
心
に
現
場
が
抱
え
る
問
題
点

の
い
く
つ
か
を
列
挙
し
ま
し
た
。

問
題
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
第
五
八
条
の
原
因
者
負
担

金
制
度
が
公
共
用
物
に
着
目
し
た
特
別
の
制
度
で
あ
り
、

民
法
等
の
規
定
の
類
推
適
用
は
な
い
と
し
て
実
務
を
行
っ

て
い
る
た
め
、
不
法
行
為
法
理
に
よ
る
解
決
と
競
合
す
る

場
合
に
、
一
般
の
常
識
的
解
決
か
ら
か
け
離
れ
る
場
合
が

あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
務
を
す
る
上
で
、
公
用

負
担
制
度
を
採
り
つ
つ
、
不
法
行
為
理
論
に
整
合
し
た
解

決
に
歩
み
寄
れ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
道
路
管
理
を
担
当
す
る
者
と
し
て
、
国
民
に
理

解
が
得
ら
れ
る
よ
う
十
分
な
説
明
や
誠
実
な
対
応
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



(

一

現
場
の
取
組
み
事
例

官
民国

〔

〕

原
固
着
賃
錮
金
の
請
求
に
醐
す
る
事
務

中
日
本
高
速
道
路
㈱
保
全

･
サ
ー
ビ
ス
事
業
本
部
道
路
･
不
動
産
管
理
チ
ー
ム

囲

は
じ
め
に

ー

原
因
者
負
担
金
の
制
度
に
つ
い
て

原
因
者
負
担
金
制
度
と
は
、
道
路
等
の
特
定
の
公
共
施

設
に
関
し
て
、
工
事
を
施
行
す
る
特
別
の
原
因
を
生
じ
さ

せ
た
者
(原
因
者
)
に
対
し
て
、
そ
の
工
事
に
要
す
る
費

用
の
全
部
又
は
一
部
の
負
担
義
務
を
課
す
制
度
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
原
因
者
負
担
金
は
、
道
路
法
第
五
八
条
に

基
づ
く
公
法
上
の
負
担
請
求
権
で
あ
り
、
民
事
上
の
不
法

行
為
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
異
な
る
性
質

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。

2

民
営
化
後
の
原
因
者
負
担
金
制
度
に
つ
い
て

日
本
道
路
公
団
(以
下

｢J
H
｣
と
い
う
。)
は
、
平
成

一
七
年
一
〇
月
一
日
に
分
割
･
民
営
化
さ
れ
た
。
原
因
者

負
担
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
民
営
化
後
も
引
き
続
き
存
続

し
て
い
る
も
の
の
、
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
民
営
化
前

後
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
民
営
化
前
に
お
い
て
は
、

J
H
は
旧
道
路
整
備
特
別
措
置
法
(以
下

｢旧
特
措
法
｣

と
い
う
。)
第
二
一
条
(道
路
法
第
五
八
条
の
準
用
)
に
基

づ
き
、
原
因
者
負
担
金
の
負
担
命
令
を
行
っ
て
い
た
が
、

民
営
化
後
は
新
道
路
整
備
特
別
措
置
法
(以
下
｢新
特
措

法
｣
と
い
う
。)
第
四
〇
条
第
一
項
(道
路
法
第
五
八
条
の

適
用
)
に
よ
り
、
会
社
が
原
因
者
負
担
金
の
負
担
命
令
を

行
う
の
で
は
な
く
、
原
因
者
負
担
金
の
請
求
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
。

な
お
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
行
政
不
服
審
査
請

求
に
つ
い
て
、
会
社
の
発
す
る
原
因
者
負
担
金
請
求
は
、

処
分
性
を
持
た
な
い
請
求
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
特

措
法
第
五
三
条
に
基
づ
く
審
査
請
求
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
た
め
、
民
営
化
後
は
対
象
外
と
な
っ
た
。
一
方
、
独
立

行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
･
債
務
返
済
機
構
(以
下

｢機
構
｣
と
い
う
。)
が
新
特
措
法
第
四
五
条
第
四
項
(道

路
法
第
七
三
条
の
準
用
)
に
基
づ
き
行
う
原
因
者
負
担
金

の
強
制
徴
収
に
つ
い
て
は
行
政
処
分
で
あ
り
、
行
政
不
服

審
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

3

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
の
原
因
者
負
担
金
の
概
要

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
管
内
に
お
け
る
原
因
者
負

担
金
請
求
件
数
に
つ
い
て
は
、
民
営
化
し
た
平
成
一
七
年

一
〇
月
一
日
~
平
成
一
人
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
実
績
と

し
て
合
計
一
、
四
九
九
件
、
金
額
と
し
て
四
〇
二
、
五
五

三
、
八
一
六
円
で
あ
り
、
原
因
者
負
担
金
の
回
収
状
況
に

つ
い
て
は
回
収
率
八
三
･
一
%
(平
成

一
八
年
三
月
末
)

と
な
っ
て
い
る
。



二

原
因
者
負
担
金
に
関
す
る
事
務
薹
縞

1

原
因
者
負
担
金
に
関
す
る
事
務
手
続

原
因
者
負
担
金
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
民
営
化

前
後
に
お
い
て
大
幅
に
変
わ
っ
て
い
る
。
民
営
化
前
は
旧

J
H
が
一
連
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
が
、民
営
化
後
は
、

会
社
が
原
因
者
負
担
金
を
請
求
し
、
機
構
が
会
社
の
依
頼

に
基
づ
き
強
制
徴
収
を
行
う
等
、
請
求
な
ど
の
事
実
行
為

を
行
う
会
社
と
、
行
政
処
分
を
行
う
機
構
で
分
担
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
(詳
細
は
図
-
参
照
)。

依 頼

(④の納期眼までに納入なし)
⑥ 督促 (会社)

(⑤の納期眼までに納入なし)
⑦ 催促 ･任意交渉 (電話 ･特別徴収)

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

特

⑧

⑪

◆原因者負担金負担命令 (旧特措法第2l ･23 ･ 25条) の手続《民営化前》

後

の

)

)

)
徴

②
③

④

⑤

⑥
⑥

⑥
⑦

⑧

化

し

し

し
別

営

な

な

な
特

(⑥の納期眼までに納入なし)
⑦ 機構へ徴収申請

(⑧の納期眼までに納入なし)
⑨ 催促 ･任意交渉 (電話 ･特別徴収)

◆原因者負担金請求 (新特措法第40 ･42 ･ 45条) の手続《民営化後》

2

原
因
者
負
担
金
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

原
因
者
負
担
金
請
求
の
実
務
に
つ
い
て
、
J
H
時
代
に

お
い
て
は
、
原
因
者
負
担
金
負
担
命
令
書
の
発
行
作
業
や

債
権
管
理
は
別
々
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た

が
、
事
務
の
効
率
化

･
集
約
化
等
を
図
る
た
め
、
旧
J
H

系
三
会
社
で
は
民
営
化
に
あ
わ
せ
て
、
原
因
者
負
担
金
の

請
求
か
ら
債
権
管
理
ま
で
一
元
的
に
行
え
る
原
因
者
負
担

金
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
(図
2
)。
原
因
者
負
担

金
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、導
入
間
も
な
い
こ
と
も
あ
り
、

原
因
者
負
担
金
請
求
の
実
務
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
現
場

の
意
見
も
踏
ま
え
て
、
三
会
社
間
調
整
の
上
、
今
後
更
な

る
改
良
等
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

民

入

入

入
育

　　
　
　

　
　

　

　
　

4

②
③

④

⑤

⑥
⑥

⑥
⑦

⑥
⑨

⑲

⑪ 手数料･事務費 (4% )の支払い

　

　

　

瑠

入

入

青

　

　
　
　

①

◎

◎

小

①

◎

◎ 負担金納入

図



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原因者負担金業務メニュー

図 2 原因者負担金システム

幽
翠
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三

現
場
の
取
組
み
事
例

事
故
発
生
か
ら
復
旧
工
事
、
原
因
者
負
担
金
の
請
求
及

び
債
権
管
理
ま
で
を
行
っ
て
い
る
の
は
会
社
の
現
場
組
織

で
あ
る
管
理
事
務
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
原
因
者
負
担

金
の
請
求
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
現
場
の
取
組
み
事
例

を
紹
介
す
る
。

1

原
因
者
負
担
金
請
求
を
発
す
る
に
あ
た
っ
て
の

留
意
事
項

原
因
者
負
担
金
請
求
を
発
す
る
に
あ
た
り
、
過
去
の
行

政
不
服
審
査
に
至
っ
た
事
例
や
原
因
者
か
ら
の
苦
情
な
ど

を
踏
ま
え
、
事
務
連
絡
等
に
よ
り
現
場
に
対
し
て
留
意
事

項
を
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
主
な
留
意
事
項
は

左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

･
原
因
者
負
担
金
を
発
す
る
前
に
、
原
因
者
の
疑
問
、

不
満
を
解
消
す
る
た
め
に
説
明
す
る
機
会
を
設
け
る

こ
と
(復
旧
工
事
の
内
容
等
を
十
分
に
説
明
す
る
こ

と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
)。

･
損
害
の
発
生
が
立
証
で
き
る
よ
う
、
損
傷
物
件
の
具

体
的
な
損
傷
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真
を
残
す
こ

と
。
ま
た
、
原
因
者
が
損
傷
物
件
を
会
社
で
処
分
す

る
こ
と
に
同
音
…し
て
い
た
と
し
て
も
、
一
定
期
間
損

傷
物
件
を
保
管
す
る
こ
と
(裁
判
等
に
至
っ
た
場
合
、

裁
判
所
等
か
ら
証
拠
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
)。

･
復
旧
工
事
後
は
す
み
や
か
に
原
因
者
負
担
金
を
確
定

し
、
負
担
金
の
請
求
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
復
旧
工

事
等
に
時
間
が
か
か
る
場
合
は
、
負
担
金
請
求
ま
で

の
間
、
適
宜
原
因
者
と
連
絡
を
取
り
、
状
況
の
説
明

を
行
う
こ
と
(事
故
発
生
時
か
ら
請
求
ま
で
の
時
間

が
不
当
に
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
事
故
と
復
旧
工
事

と
の
因
果
関
係
に
疑
義
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
)。

,
復
旧
に
要
し
た
費
用
=
負
担
金
請
求
額
と
は
限
ら

ず
、
原
因
者
負
担
金
と
し
て
妥
当
な
金
額
の
検
討
及

び
確
認
を
す
る
こ
と
(裁
判
等
に
お
い
て
、
道
路
法

第
五
人
条
の
趣
旨
が
、
｢そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
｣

に
お
い
て

｢そ
の
全
部
又
は
一
部
｣
を
原
因
者
に
負

担
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
負
担
に
あ

た
っ
て
は
必
要
最
小
限
の
範
囲
か
つ
社
会
通
念
上
の

妥
当
性
が
問
わ
れ
る
た
め
。
例
え
ば
、
損
傷
物
件
の

復
旧
工
事
の
際
、
他
の
復
旧
工
事
も
あ
わ
せ
て
行
う

こ
と
に
よ
り
、
工
事
に
伴
い
必
要
と
な
る
車
線
規
制

費
は
按
分
し
、
請
求
す
る
等
)。

･
原
因
者
負
担
金
請
求
書
の
名
宛
人
は
、
必
ず
フ
ル
ネ

ー
ム
で
記
入
し
、
原
因
者
の
勤
務
先
で
あ
る
会
社
を

原
因
者
に
特
定
し
た
場
合
は
、
商
業
登
記
簿
等
に
お

い
て
、
会
社
名
･
代
表
者
名
を
確
認
し
、
記
入
す
る

こ
と
(負
担
金
請
求
自
体
に
疑
義
が
生
じ
な
い
こ
と

を
担
保
す
る
た
め
)。

2

原
因
者
判
定
会
に
つ
い
て

原
因
者
負
担
金
は
、
多
重
事
故
や
道
路
管
理
瑕
疵
が
寄

与
し
て
い
る
複
雑
な
ケ
ー
ス
も
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、

①

負
担
金
が
二
〇
〇
万
円
を
超
え
る
も
の
。

②

道
路
損
傷
等
に
不
可
抗
力
又
は
道
路
管
理
瑕
疵
が

寄
与
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。

③

原
因
者
が
複
数
の
場
合
又
は
負
担
金
の
減
免
の
余

地
が
あ
る
場
合
等
負
担
請
求
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。

の
各
項
目
の
一
つ
に
該
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
管
理
事

務
所
又
は
支
社
等
に
お
い
て
判
定
会
を
開
催
し
、
原
因
者

負
担
金
を
請
求
す
る
べ
き
相
手
及
び
負
担
さ
せ
る
金
額
等



を
決
定
す
る
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。

3

特
殊
な
事
故
に
お
け
る
原
因
者
負
担
金
事
例

多
重
衝
突
事
故
、
道
路
区
域
外
に
オ
イ
ル
が
流
出
し
た

場
合
等
、
特
殊
な
事
故
に
お
け
る
原
因
者
の
特
定
及
び
負

担
金
の
請
求
方
法
の
一
般
的
な
考
え
方
の
事
例
を
紹
介
す

る
。①

停
車
中
の
車
両
に
衝
突
す
る
こ
と
に
よ
る
損
傷

(図
3
)

路
肩
で
パ
ン
ク
を
修
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
A
車
に

B
車
が
衝
突
し
、
そ
の
は
ず
み
で
A
車
が
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
を
損
傷
し
た
場
合
、
A
車
が
後
方
に
三
角
停
車
板
を

設
置
し
、
非
常
点
滅
灯
を
点
灯
す
る
な
ど
適
切
な
措
置

を
講
じ
て
い
た
と
き
は
、
主
た
る
原
因
者
で
あ
る
B
に

負
担
金
の
請
求
を
行
う
。

事
故
回
避
措
置
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
A
に
過
失
が
な
い
場
合

(不
可
抗
力
等
に
よ
る
場
合
)
は
B
に
負
担
金
を
請
求

す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②

追
突
に
よ
る
損
傷
(図
4
)

B
車
が
D
車
を
追
い
越
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
前
方

走
行
中
の
A
車
が
C
車
を
追
い
越
そ
う
と
し
て
、突
然
、

追
越
車
線
に
出
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
B
車
が
A
車
に

追
突
し
、
A
車
が
そ
の
衝
撃
で
中
央
分
離
帯
側
の
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
た
場
合
、
B
車
は
前
方
不
注
視
、

A
車
に
は
追
越
に
つ
い
て
安
全
運
転
義
務
違
反
の
過
失

が
推
定
さ
れ
る
。
両
者
が
速
度
違
反
を
し
て
い
な
か
っ

た
か
等
を
調
査
し
、
両
者
の
過
失
割
合
を
参
考
に
し
た

う
え
で
、
両
者
の
合
音
かの
も
と
に
A
･
B
そ
れ
ぞ
れ
の

費
用
負
担
の
範
囲
を
決
定
し
、
負
担
請
求
す
る
。
両
者

　　　　　　 　　
　r ば 路　　　　　 　 　

　　　図

の
合
音
かが
ど
う
し
て
も
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
事

者
間
の
民
事
訴
訟
の
結
果
等
を
参
考
に
し
た
り
、
A
･

B
の
連
帯
債
務
と
す
る
な
ど
を
検
討
し
、
客
観
的
に
妥

当
性
を
有
す
る
決
定
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

(走

行
)
-

(追

越
)

　　図



③

道
路
区
域
外
へ
流
出
し
た
オ
イ
ル
の

因
者
が
了
知
し
た
と
き
に
、
行
政
処
分
と
し
て
の
負
担
命

処
理
費
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

高
速
道
路
本
線
上
の
事
故
に
よ
り
、
道
路
区
域
外
に

オ
イ
ル
が
流
出
し
た
場
合
、
道
路
法
第
五
八
条
は
、

｢道
路
に
関
す
る
工
事
ま
た
は
道
路
の
維
持
に
つ
い
て
｣

原
因
者
に
負
担
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、
道
路
区
域
外
に

お
け
る
作
業
は
道
路
の
維
持
に
あ
た
ら
な
い
た
め
、
道

路
区
域
外
の
維
持
費
用
を
道
路
法
第
五
八
条
に
基
づ
く

原
因
者
負
担
金
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
オ
イ
ル
流
出
を
放
置
す
る
こ
と
は
、

危
険
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
く
、
道
義
上
許
さ
れ
な

い
こ
と
及
び
道
路
管
理
瑕
疵
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
法
第
六
九
七
条
の
事
務
管
理

(法
律
上
の
義
務
が
な
い
の
に
、
他
人
の
事
務
を
管
理

す
る
こ
と
。)
に
よ
り
、
オ
イ
ル
の
処
理
を
行
い
、
そ

の
費
用
は
費
用
償
還
請
求
権
(民
法
第
七
〇
二
条
)
に

よ
り
請
求
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

4

保
険
会
社
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
留
意
点

原
因
者
負
担
金
は
、
原
因
者
が
保
険
で
処
理
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
原
因
者
本
人
も
し
く
は
保
険
会
社
か
ら
原

因
者
負
担
金
負
担
命
令
書
(民
営
化
後
は
原
因
者
負
担
金

請
求
書
)
を
直
接
保
険
会
社
に
送
付
す
る
よ
う
に
指
示
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
旧
J
H
の
発
す
る
原
因
者
負
担

金
負
担
命
令
に
つ
い
て
は
、
原
因
者
に
課
せ
ら
れ
る
行
政

処
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
因
者
本
人
に
送
付
し
、
原

令
の
効
力
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て

不
服
が
あ
る
場
合
は
、
原
因
者
本
人
が
処
分
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
六
〇
日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
並
び
に
三
ヵ

月
以
内
に
行
政
処
分
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
た
め
、
保
険
会
社
に
送
付
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
旨
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。

民
営
化
後
会
社
が
請
求
す
る
原
因
者
負
担
金
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
と
お
り
行
政
処
分
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
原

因
者
が
請
求
内
容
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
民
事
訴
訟
を

提
起
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き

原
因
者
本
人
に
請
求
書
を
送
付
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
原
因
者
が
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で
、
免

責
金
額
を
有
す
る
者
に
関
し
て
は
、
原
因
者
本
人
に
免
責

分
を
入
金
し
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
、
保
険
会
社
に
お
い

て
回
収
し
て
も
ら
っ
た
後
、
一
括
で
入
金
し
て
も
ら
う
よ

う
に
保
険
会
社
と
交
渉
し
て
い
る
管
理
事
務
所
も
あ
る
。

そ
の
他
、
保
険
会
社
か
ら
原
因
者
負
担
金
の
内
訳
に
関

す
る
詳
細
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
は
、
会
社
と
し

て
基
本
的
に
は
応
じ
る
義
務
は
な
い
も
の
の
、
保
険
会
社

が
原
因
者
か
ら
対
応
を
一
任
さ
れ
て
い
る
場
合
等
に
お
い

て
は
、
負
担
金
の
公
正
さ
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
支
障
の
な
い
範
囲
で
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
保
険
会
社
自
ら
が
業
者
を
手
配
し
、
道
路
法

第
二
二
条
に
基
づ
く
原
因
者
工
事
を
行
い
た
い
と
主
張
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
高
速
道
路
と
い
う
高
速
走
行
を
前
提

と
す
る
特
性
に
鑑
み
、
作
業
者
の
安
全
確
保
、
ま
た
車
線

規
制
を
行
う
に
し
て
も
特
別
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
要
す
る
等
の

技
術
的
事
情
を
説
明
し
、
原
因
者
負
担
金
で
処
理
す
る
よ

う
交
渉
し
て
い
る
が
、
制
度
上
は
可
能
な
た
め
、
自
ら
復

旧
工
事
を
行
う
旨
頑
な
に
主
張
さ
れ
れ
ば
、道
路
管
理
上
、

交
通
運
用
上
安
全
が
担
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
認

め
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
(た
だ
し
、
民
営

化
後
は
道
路
法
第
二
二
条
に
基
づ
く
原
因
者
工
事
の
許
可

権
者
は
機
構
)。

5

現
場
に
お
け
る
交
渉
に
際
し
て
の
苦
労
話

原
因
者
に
原
因
者
負
担
金
を
請
求
す
る
こ
と
を
説
明
す

る
交
渉
や
、
未
納
者
に
対
す
る
債
権
回
収
の
た
め
の
交
渉

は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
現

場
に
お
け
る
交
渉
に
際
し
て
の
苦
労
話
を
い
く
つ
か
紹
介

す
る
。

･
原
因
者
に
被
害
者
意
識
が
あ
る
場
合

(例
え
ば
、
原

因
者
の
前
に
突
然
車
が
車
線
変
更
し
て
き
た
た
め
、

衝
突
を
避
け
よ
う
と
し
て
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
誤
り
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
た
等
)、
原
因
者
負
担
金

を
請
求
す
る
旨
を
説
明
し
て
も
な
か
な
か
納
得
さ
れ

な
い
。

･
債
権
回
収
に
お
い
て
、
原
因
者
と
電
話
に
よ
る
連
絡

を
取
る
場
合
、
こ
ち
ら
の
電
話
番
号
が
表
示
さ
れ
る

た
め
か
、
一
、
二
回
通
じ
た
後
は
、
電
話
に
出
て
も

ら
え
な
い
。



･
原
因
者
が
転
居
し
た
場
合
、
電
話
番
号
や
住
所
が
不

明
と
な
る
た
め
、
原
因
者
に
連
絡
を
取
れ
な
く
な
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
。

･
原
因
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
族
に
原
因
者
負

担
金
を
請
求
す
る
旨
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
遺

族
の
感
情
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
連
絡
を
と

り
づ
ら
い
。

6

そ
の
他

そ
の
他
の
原
因
者
等
か
ら
現
場
に
よ
く
あ
る
問
い
合
わ

せ
事
例
と
し
て
、
損
傷
し
た
物
件
は
老
朽
化
し
て
お
り
、

原
因
者
負
担
金
の
金
額
に
減
価
償
却
分
を
考
慮
す
る
べ
き

と
の
申
し
出
が
あ
る
が
、
道
路
法
第
五
八
条
は
、
｢道
路

に
対
す
る
損
傷
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
機
能
を
回
復
す
る

た
め
に
要
し
た
費
用
を
そ
の
原
因
者
に
命
じ
て
い
る
も
の

と
い
え
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
費
用
は
損
傷
行
為
当
事
の

価
値
の
賠
償
で
は
な
く
、
機
能
復
旧
に
要
す
る
費
用
の
趣

旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。｣
(大
阪
地
裁
平
成
八
年
一
一
月

一
五
日
判
決
)
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
原
因
者
に
対
し
、

損
傷
物
件
の
価
値
の
復
元
で
は
な
く
、
機
能
復
旧
(効
用

の
原
状
回
復
)
に
要
す
る
費
用
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
た
と
え
損
傷
物
件
が
老
朽
化
し
て
い
て
も
、
機

能
復
旧
に
要
す
る
費
用
を
全
額
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
全
額
負
担
が
社
会
通
念
上
不
当
と
目
さ

れ
る
よ
う
な
場
合
(例
え
ば
、
老
朽
化
が
著
し
い
物
件
)

に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
、
そ
の

一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

原
因
者
負
担
金
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
と

お
り
、
旧
J
H
が
行
っ
て
い
た
一
連
の
原
因
者
負
担
金
の

手
続
き
と
は
異
な
り
、
民
営
化
後
は
事
実
行
為
を
行
う
会

社
と
行
政
処
分
を
行
う
機
構
で
分
担
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
因
者
負
担
金
制
度
が
道
路
法
第
五

八
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
民
営
化
前
後
に
お
い

て
変
わ
り
な
く
、
原
因
者
負
担
金
制
度
の
趣
旨

｢道
路
が

一
般
国
民
の
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
重
要
性
を
も
つ

公
共
用
物
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、原
因
者
の
行
為
に
よ
り
、

道
路
に
損
傷
が
生
じ
た
場
合
に
は
、円
滑
な
交
通
の
確
保
、

事
故
防
止
の
必
要
等
か
ら
、
迅
速
に
本
来
の
機
能
を
回
復

す
る
た
め
の
修
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、か
つ
、

こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
原
因
者
に
負
担
さ
せ
る
の
が
衡
平

の
原
則
に
合
致
し
、
ま
た
実
際
の
取
扱
い
に
お
い
て
も
便

宜
で
あ
る
こ
と
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。｣
(大
阪
地
裁
昭
和
六
〇
年
九
月
二
六
日
判
決
)
を
踏

ま
え
、
当
社
と
し
て
は
、
引
き
続
き
原
因
者
負
担
金
制
度

の
運
用
に
関
し
て
、
適
正
か
つ
社
会
通
念
上
妥
当
な
事
務

手
続
き
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

ま
た
、
原
因
者
負
担
金
が
未
納
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
未
収
金
等
が
直
接
会
社
の
損
失
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
原
因
者
負
担
金
債
権
の
回
収
率
ア

ッ
プ
は
会
社
と
し
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
今
後
、
回
収

率
ア
ッ
プ
の
方
策
を
含
め
た
債
権
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い

て
。
現
場
の
実
務
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。



〔
一
審
判
決
〕

平
成
一
五
年
一
一
月
二
七
日

和
歌
山
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
が
適
用
さ
れ
、
国
又
は
公
共
団
体
の

責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
①
公
の
営
造
物
で
あ
る

こ
と
、
②
公
の
営
造
物
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
こ

と
、
③
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
④
公
の
営
造
物
の

設
置
･
管
理
の
瑕
疵
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
の
要
件
が
必
要
で
あ
り
、
｢営
造
物
の
設
置
又
は
管

理
の
瑕
疵
｣
と
は
、
｢営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性

を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
｣
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
原
告
の
母
親
が
被
告
の
設
置
管

理
す
る
市
道
を
歩
行
し
て
い
た
際
、
転
落
防
止
の
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
な
い
側
溝
に
転
落
し
て
負
傷
し
た
と
し

て
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
請

求
し
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
道
路
の
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
を
紹
介
す
る
こ
と

と
す
る
。

一

事
案
の
概
襄

1

原
告
ら
の
請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
四
七
四
万
三
、
九
六
〇
円
及

び
こ
れ
に
対
す
る
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る

金
員
を
支
払
え
。

2

争
い
の
な
い
事
実
等

①
原
告
は
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
に
本
件
事
故

と
は
無
関
係
の
原
因
で
死
亡
し
た
A

(昭
和
一
三
年
五

月
二
七
日
生
。
以
下

｢A
｣
と
い
う
。)
の
長
男
で
あ

り
、
A
の
唯
一
の
相
続
人
で
あ
る
。

②
被
告
は
、
橋
本
市
道
の
設
置
者
で
あ
り
、
道
路
管
理

者
と
し
て
、
同
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ

う
に
維
持
し
、
修
繕
し
、
も
っ
て
一
般
交
通
に
支
障

を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義

務
を
負
っ
て
い
た

(道
路
法
四
二
条
一
項
)。

③
橋
本
市
道
九
四
八
号
線
の
一
部
で
あ
る
橋
本
市
内

付
近
道
路

(以
下

｢本
件
現
場
｣
と
い
う
。)
は
、
幅

員
約
六
m
で
あ
り
、
そ
の
北
側
に
同
道
路
に
沿
っ
て

幅
約
八
六
m
、
深
さ
約
八
0
m
の
側
溝

(水
路
)
が

あ
り
、
本
件
現
場
の
東
西
両
側
の
側
溝
に
は
鉄
板

(溝
蓋
)
が
敷
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
本
件
現
場
で
は

約
九

･
三
m
に
わ
た
っ
て
鉄
板
が
設
置
さ
れ
て
お
ら

ず
、
し
か
も
転
落
箇
所
に
は
夜
間
照
明
が
な
か
っ
た
。

④
な
お
、
本
件
現
場
に
設
置
さ
れ
た
側
溝
の
北
側
に

B
社
が
経
営
す
る
天
然
温
泉
の
観
光
バ
ス
専
用
駐
車

場
が
あ
り
、
そ
の
西
方
に
道
路
を
挟
ん
で
天
然
温
泉

の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
建
物
の
東
西
両
側
に
駐
車
場

転
落
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
側
溝
の
あ
る

道
路
の
設
置
文
は
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

!
橋
本
市
道
無
蓋
側
溝
歩
行
者
転
落
事
件
!

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



(以
下

｢西
側
駐
車
場
｣
と
い
う
。)
が
設
け
ら
れ
、
こ

A
は
、
平
成
三
一年
一
二
月
八
日
に
は
大
阪
市
内
の
ホ

駐
車
場
の
出
入
口
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い

れ
ら
の
南
側
の
道
路

(本
件
現
場
の
西
方
)
に
も
そ
の

テ
ル
に
、
同
月
九
日
に
は
同
ホ
テ
ル
と
天
然
温
泉
に
そ
れ

た
は
ず
で
あ
る
し
、
本
件
現
場
の
道
路
の
幅
員
や
車
の
、

北
側
に
側
溝
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
道
路
か

ら
本
件
現
場
を
通
っ
て
更
に
東
進
す
る
と
、
C
病
院
に

行
く
こ
と
が
で
き
た
。

③
A
は
、
平
成
一
二
年
三
一月
一
〇
日
、
D
病
院
で
受

診
し
、
腰
部
打
撲
、
左
腎
損
傷

(腎
出
血
)
及
び
腰
椎

捻
挫
の
傷
害

(以
下

｢本
件
傷
害
｣
と
い
う
。)
を
負

っ
た
と
診
断
さ
れ
、
D
病
院
に
、
同
日
か
ら
平
成
一
三

年
四
月
二
七
日
ま
で
入
院

(
一
三
九
日
)
し
、
そ
の
後

も
同
年
七
月
二
七
日
ま
で
通
院

(実
日
数
二
五
日
)
し

た
。二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

A
は
、
本
件
現
場
に
設
置
さ
れ
た
側
溝
に
転
落
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
本
件
傷
害
を
負
っ
た
か
。

(原
告
の
主
張
)

A
は
、
平
成
一
二
年
三
一月
七
日
午
後
六
時
三
〇
分
こ

ろ
、
本
件
現
場
の
手
前
を
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
歩
行
す

る
に
あ
た
り
、
対
向
進
行
し
て
来
た
自
動
車
を
避
け
る
た

め
、
側
溝
に
設
置
さ
れ
た
鉄
板
上
を
歩
行
し
た
と
こ
ろ
、

鉄
板
が
途
切
れ
て
い
る
の
に
気
付
か
ず
、
鉄
板
の
設
置
さ

れ
て
い
な
い
箇
所
で
側
溝
に
転
落
し

(以
下
、
同
転
落
事

故
を

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
件
傷

害
を
負
っ
た
。

(被
告
の
反
論
)

テ
ル
に
、
同
月
九
日
に
は
同
ホ
テ
ル
と
天
然
温
泉
に
そ
れ

ぞ
れ
出
勤
し
た
上
、
同
月
･
O
日
の
受
診
時
に
は
本
件
事

故
の
日
が
同
月
六
日
か
七
日
か
あ
い
ま
い
な
説
明
を
し
て

い
た
こ
と
、
A
は
、
同
月
六
日
も
七
日
も
天
然
温
泉
に
は

出
勤
し
て
お
ら
ず
、
仕
事
以
外
で
本
件
現
場
を
歩
行
す
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
A
の
カ
ル
テ
を
見
て
も
、
腰

部
等
に
外
傷
や
内
出
血
が
見
ら
れ
ず
、
側
溝
に
転
落
し
て

腎
損
傷
を
伴
う
ほ
ど
の
強
い
打
撲
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
こ
と
な
ど
に
照
ら
し
、
A
が
本
件
事
故
に
よ
り
本
件
傷

害
を
負
っ
た
と
は
認
め
難
い
。

2

本
件
現
場
に
つ
き
、
道
路
の
設
置

又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
。

(原
告
の
主
張
)

本
件
現
場
は
、
歩
行
者
用
専
用
道
路

(歩
道
)
の
な
い

道
路
で
、
北
側
に
東
西
に
走
る
側
溝
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

上
に
は
長
さ
約
九
･
三
m
に
わ
た
っ
て
鉄
板
が
設
置
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
上
、転
落
防
止
の
防
護
柵
も
設
置
さ
れ
ず
、

夜
間
は
照
明
が
な
く
て
暗
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
灯
の
設

置
が
な
か
っ
た
の
で
、
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
道
路
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
。

(被
告
の
反
論
)

A
は
、
毎
日
の
よ
う
に
本
件
現
場
付
近
を
通
行
し
、
開

渠
の
側
溝
が
あ
る
こ
と
や
、
鉄
板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の

が
本
件
現
場
の
北
側
に
あ
る
天
然
温
泉
の
観
光
バ
ス
専
用

た
は
ず
で
あ
る
し
、
本
件
現
場
の
道
路
の
幅
員
や
車
の
通

行
量
に
照
ら
し
、
歩
行
者
が
車
両
を
避
け
る
た
め
に
側
溝

上
の
鉄
板
の
上
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
も
な

い
の
で
、
本
件
事
故
は
A
の
不
注
意
に
よ
っ
て
発
生
し
た

も
の
で
あ
り
、
道
路
の
設
置
及
び
管
理
に
瑕
疵
は
な
か
っ

た
。三

主
な
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

1

争
点
1

(A
は
、
本
件
現
場
に
設
置
さ
れ
た
側
溝
に

転
落
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
件
傷
害
を
負
っ
た
か
)
に

つ
い
て

①
上
記
争
い
の
な
い
事
実
等
の
外
、
証
拠
及
び
弁
論
の

全
趣
旨
に
よ
る
と
、
大
要
、
次
の
事
実
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

ア

原
告
は
、
平
成
一
二
年
一
二
月
七
日
夜
、
仕
事
か

ら
帰
っ
て
来
た
と
き
、
A
が
脱
い
だ
靴
や
上
着
に
泥

が
付
着
し
て
い
る
の
に
気
付
き
、
A
が
電
話
で
溝
に

は
ま
っ
た
と
話
す
の
を
聞
い
た
外
、
A
か
ら
、
C
病

院
へ
行
こ
う
と
思
っ
て
天
然
温
泉
の
南
側
の
道
路
を

歩
い
て
い
る
と
、
対
向
し
て
来
た
自
動
車
の
ラ
イ
ト

が
ま
ぶ
し
く
、
同
道
路
北
側
の
側
溝
の
鉄
板
が
途
切

れ
た
箇
所
で
側
溝
に
落
ち
た
と
い
う
話
を
聞
き
、
後



日
、
本
件
現
場
で
転
落
箇
所
を
確
認
し
た
。

イ

E
は
、
平
成
五
年
二
月
末
こ
ろ
近
所
に
転
居
し
て

来
た
A
と
知
り
合
い
、
A
が
幼
少
時
よ
り
苦
労
を
重

ね
た
こ
と
か
ら
辛
抱
強
く
て
自
分
に
対
し
て
も
厳
し

い
性
格
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
平
成
三
一年
一

二
月
一
〇
日
、
A
が
訪
ね
て
き
た
際
、
腹
痛
を
訴
え
、

尿
に
鮮
血
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
顔
色
も

悪
か
っ
た
た
め
、
そ
の
場
に
い
た
E
の
姉
が
救
急
車

を
呼
び
、
A
に
医
師
の
診
察
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と

し
た
。

ウ

そ
の
際
、
E
は
、
A
か
ら
、
C
病
院
へ
行
こ
う
と

思
っ
て
西
か
ら
東
に
向
か
い
、
天
然
温
泉
の
南
側
の

側
溝
の
鉄
板
を
敷
か
れ
た
箇
所
を
歩
い
て
い
る
と
、

対
向
し
て
来
た
自
動
車
の
ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
て
、

天
然
温
泉
の
東
側
の
駐
車
場
の
出
入
口
付
近
の
鉄
板

の
な
い
箇
所
で
側
溝
に
落
ち
て
腎
部
を
殴
打
し
た

が
、
服
が
汚
れ
て
い
た
し
、
着
替
え
に
戻
る
と
C
病

院
の
受
付
時
間
も
過
ぎ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
病
院
へ

は
行
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

エ

A
は
、
平
成
一
二
年
一
二
月
七
日
夜
以
降
、
仕
事

に
出
て
い
た
も
の
の
、
原
告
に
は
腰
が
痛
い
と
よ
く

言
っ
て
お
り
、
同
月
一
〇
日
、
上
記
の
と
お
り
E
の

姉
が
呼
ん
だ
救
急
車
で
D
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
同
病

院
で
検
査
を
受
け
た
結
果
、
側
溝
に
転
落
し
た
こ
と

に
よ
り
腰
部
打
撲
、
左
腎
損
傷

(腎
出
血
)
及
び
腰

椎
捻
挫
の
傷
害
を
負
っ
た
と
診
断
さ
れ
、
平
成
一
三

年
四
月
二
七
日
ま
で
同
病
院
に
入
院
し
、
退
院
後
も

腰
痛
が
残
存
し
た
た
め
、
同
年
七
月
二
七
日
ま
で
同

病
院
に
通
院
し
た
。

②
上
記
認
定
の
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
、A
は
、

平
成
一
二
年
一
二
月
七
日

(な
お
、
時
間
は
、
上
記
認

定
の
事
実
と
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
午

後
六
時
三
0
分
こ
ろ
)
、
本
件
現
場
の
北
側
の
側
溝
に

設
置
さ
れ
た
鉄
板
の
上
を
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
歩
い

て
い
た
と
き
、
そ
の
鉄
板
が
途
切
れ
て
い
た
が
、
対
向

し
て
来
た
自
動
車
の
ラ
イ
ト
に
目
が
眩
み
、
こ
れ
に
気

付
か
な
い
で
側
溝
に
転
落
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
件
傷

害
を
負
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
E
は
、
A
の
転
落
箇
所
に
つ
き
、
天
然
温
泉

の
西
側
駐
車
場
の
南
東
角
付
近
で
あ
っ
た
旨
証
言
し
て

い
る
が
、
原
告
は
、
A
が
退
院
し
た
後
、
自
ら
運
転
す

る
単
車
に
A
を
乗
せ
て
本
件
現
場
を
通
っ
た
際
、
A
に

転
落
箇
所
を
示
し
て
も
ら
っ
た
旨
供
述
し
て
い
る
こ

と
、
E
は
、
本
件
現
場
へ
行
っ
て
A
か
ら
転
落
箇
所
を

示
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
A
か
ら

｢天
然
温
泉
の
向
こ

う
側
の
駐
車
場
の
出
入
口
｣
と
聞
い
て
転
落
箇
所
を
判

断
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
E
は
、
天
然
温
泉
の
西
側

駐
車
場
に
は
自
ら
も
自
動
車
を
駐
車
し
た
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
道
路
を

挟
ん
で
東
側
に
あ
る
観
光
バ
ス
専
用
駐
車
場
の
存
在
は

記
憶
に
な
い
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み

る
と
、
E
は
、
A
か
ら
聞
い
た
転
落
箇
所
を
、
天
然
温

泉
の
西
側
駐
車
場
の
南
東
角
付
近
で
あ
る
と
誤
解
し
た

疑
い
が
強
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
原
告
は
、
A
か
ら
聞
い
た
転
落
直
前
の
状
況

に
つ
き
、
自
動
車
の
ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
て
左
へ
寄
っ

た
と
こ
ろ
、
鉄
板
が
途
切
れ
て
い
て
側
溝
に
落
ち
た
の

か
、
上
記
の
と
お
り
左
へ
寄
り
、
自
動
車
が
通
過
し
た

後
に
歩
を
進
め
る
と
落
ち
た
の
か
、
明
確
な
記
憶
が
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
E
は
、
天
然
温
泉
の
駐
車
場
の
出

入
口
に
は
側
溝
に
蓋
が
あ
る
が
、
そ
の
続
き
に
蓋
の
な

い
箇
所
が
あ
っ
て
、
｢歩
い
た
ら
落
ち
た
｣
と
か

｢歩

い
た
ん
だ
け
ど
も
溝
に
落
ち
た
｣
と
か
と
、
要
す
る
に

歩
い
て
い
る
と
落
ち
た
と
A
か
ら
聞
い
た
旨
証
言
し
て

お
り
、
A
が
対
向
車
が
来
た
の
で
左
に
寄
っ
た
と
は
証

言
し
て
い
な
い
こ
と
、
A
は
、
平
成

一
三
年
二
月
二
三

日
付
け
の
書
面
に
お
い
て
、
｢前
方
よ
り
の
自
動
車
を

避
け
る
た
め
左
側
の
溝
蓋
上
に
よ
り
歩
行
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
前
方
の
溝
蓋
が
切
れ
て
お
り
、
水
路
に
転
落
し

負
傷
し
ま
し
た
｣
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案

す
る
と
、
A
は
、
天
然
温
泉
の
南
側
の
側
溝
を
覆
っ
て

い
た
鉄
板
の
上
を
歩
い
て
い
た
と
き
、
鉄
板
が
途
切
れ

た
た
め
、
側
溝
に
転
落
し
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

2

争
点
2

(本
件
現
場
に
つ
き
、
道
路
の
設
置
又
は
管

理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
)
に
つ
い
て

①
上
記
争
い
の
な
い
事
実
等
の
外
、
証
拠
及
び
弁
論
の

全
趣
旨
に
よ
る
と
、
大
要
、
次
の
事
実
を
認
め
る
こ
と



常
な
歩
行
が
容
易
に
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
A
は
、
本
件
現
場
付
近

に
開
渠
の
側
溝
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
側
溝

を
覆
っ
て
い
た
鉄
板
の
上
を
歩
い
て
い
た
と
き
、
対
向

車
の
ラ
イ
ト
に
目
が
眩
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

ま
ま
歩
を
進
め
た
た
め
、
側
溝
に
転
落
し
た
こ
と
、
橋

本
市
内
で
は
、
本
件
事
故
の
前
後
を
通
じ
て
側
溝
へ
の

転
落
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を

が
で
き
る
。

ア

本
件
現
場
付
近
は
、
水
田
と
畑
が
多
い
地
域
で
あ

り
、
路
面
排
水
及
び
農
業
用
水
路
と
し
て
道
路
沿
い

に
側
溝
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
本
件
現
場

付
近
の
側
溝
を
始
め
橋
本
市
内
の
側
溝
は
、
維
持
管

理
や
排
水
の
外
、
水
路
に
堰
を
設
け
て
田
に
水
を
入

れ
る
作
業
を
行
う
際
に
も
、
開
渠
の
方
が
便
利
で
あ

る
た
め
、
原
則
と
し
て
開
渠
に
な
っ
て
お
り
、
橋
本

市
の
占
用
許
可
を
得
て
側
溝
の
上
に
蓋
を
し
て
通
行

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
例

外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

イ

本
件
現
場
は
、
そ
の
北
側
に
側
溝
が
設
け
ら
れ
て

い
る
が
、
幅
員
約
六
m
の
道
路
で
あ
り
、
自
動
車
が

対
向
し
て
来
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
の

余
裕
が
あ
っ
た
し
、
A
の
転
落
箇
所
に
は
夜
間
照
明

が
な
か
っ
た
も
の
の
、
天
然
温
泉
の
西
側
駐
車
場
の

南
東
角
及
び
そ
の
西
方
に
夜
間
照
明
が
あ
り
、
本
件

事
故
が
発
生
し
た
時
間
で
あ
っ
て
も
、
本
件
現
場
の

状
況
を
十
分
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
暗
く
て
歩
く

の
に
支
障
が
生
じ
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

ウ

F
は
、
平
成
八
年
四
月
か
ら
橋
本
市
に
所
属
し
て

道
路
等
の
管
理
の
仕
事
に
従
事
し
て
お
り
、
平
成
一

二
年
一
二
月
中
こ
ろ
、
A
が
損
害
賠
償
等
を
求
め
た

こ
と
か
ら
本
件
事
故
の
発
生
を
知
り
、
道
路
賠
償
責

任
保
険
の
保
険
会
社
と
連
絡
を
取
っ
た
上
、
A
の
責

任
に
よ
る
事
故
で
あ
る
し
、
鉄
板
は
天
然
温
泉
が
橋

本
市
に
無
断
で
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
橋
本
市
に

は
責
任
が
な
い
旨
回
答
し
た
。

エ

F
は
、
歩
行
者
が
側
溝
へ
転
落
し
た
事
故
に
つ
い

て
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
本
件
事
故
後
、

暫
定
的
に
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
本
件
現
場
に
工

事
用
バ
リ
ケ
ー
ド
を
置
い
た
上
、
同
月
一
九
日
、
B

社
に
対
し
、
鉄
板
の
設
置
に
つ
い
て
道
路
占
用
許
可

申
請
を
し
、
か
つ
事
故
防
止
の
た
め
の
構
造
物
を
設

置
す
る
よ
う
指
導
し
、
平
成
一
三
年
二
月
こ
ろ
、
本

件
現
場
の
道
路
と
側
溝
の
境
に
赤
白
の
ポ
ス
ト
コ
ー

ン
を
設
置
し
た
が
、
更
に
B
社
に
よ
り
鉄
板
と
側
溝

の
境
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
た
。

オ

A
は
、
本
件
現
場
付
近
を
通
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
が
、
平
成
五
年
二
月
末
こ
ろ
大
阪
か
ら
転
居
し
て

原
告
肩
書
住
所
地
に
居
住
し
て
お
り
、
大
阪
市
内
の

ホ
テ
ル
に
勤
務
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
自
宅
か
ら

徒
歩
約
七
分
の
場
所
に
あ
る
天
然
温
泉
に
も
午
後
五

時
か
ら
午
後
一
一
時
ま
で
勤
め
て
お
り
、
ま
た
C
病

院
に
通
院
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
本
件
現
場
付

近
の
道
路
の
片
側
又
は
両
側
に
側
溝
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
。

②
上
記
1
で
判
断
し
た
A
の
転
落
箇
所
や
転
落
時
の
状

況
に
加
え
、
上
記
①
で
認
定
し
た
事
実
を
も
勘
案
す
る

と
、
本
件
現
場
は
、
歩
行
者
が
通
常
期
待
さ
れ
る
注
意

を
し
て
正
常
に
歩
行
し
て
い
る
限
り
、
道
路
か
ら
側
溝

に
転
落
す
る
危
険
性
が
少
な
く
、
し
か
も
歩
行
者
の
正

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
か
ん
が
み

る
と
、
本
件
現
場
は
、
歩
行
者
の
通
行
の
安
全
を
損
な

う
よ
う
な
状
視
に
は
な
く
、
道
路
と
し
て
通
常
備
え
る

べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
お
り
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
本
件
事
故
後
、
本
件
現
場
に
ポ
ス
ト
コ
ー
ン

及
び
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
た
が
、
本
件
事
故
前
に
こ
の

よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の

こ
と
か
ら
直
ち
に
通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

3

結
論

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て

判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
の

で
棄
却
す
る
こ
と
と
す
る
。

お
わ
り
に

今
回
の
事
例
は
、
転
落
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
道
路
の
設
置
管
理
に
通
常
有



適
切
な
対
応
が
期
待
さ
れ

的
措
置
の
適
否
が
、
瑕
疵

の
有
無
の
判
断
の
決
め
手

営
造
物
の
設
置
管
理
者
に

お
け
る
事
故
回
避
措
置
の

要
否
及
び
可
否
並
び
に
そ

る 週 に の 的 前 れ 要 お 営 に し 話 す し め 暇 す
も 切 さ 有 措 提 が 否 け 造 な た 艘 べ か ら 疵 べ
の な れ 無 置 と 可 及 る 物 さ 上 の き し れ が きで 対 る の の し 能 び 事 の れ 、 事 安 な た あ 雰

応 と 判 適 た で 可 故 設 る 具 情 金 が も つ 茶
。 だ 考 断 査 上 あ 否 回 置 ゑ 体 を 獲 ら ゑ た 高

期 え の が で る 並 避 管 塚 的 総 盪 、 ぐ も 一

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
常
有

諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮

を

　　　　　　　　　　
表 当事者の主張及び裁判所の判断のポイント

原告の主張 被告の主張 裁判所の判断

争点 i
･ 1 2月 7日午後 6時 3 0分ころ、対
向進行して来た自動車を避けるた
め、側溝に設置された鉄板上を歩行
した

･鉄板が途切れているのに気付かず、
鉄板の設置されていない箇所で 側
満に転落した

も - 2月 1 0 日の受診時には本件事故
の日が同月 6日が 7日かあいまいな
説明をしていた

唯則溌に転落して腎損傷を伴うほどの
強い打撲があったとはいえない

･ 1 2月 7日午後 6時 3 0 分ころ、本
件現場の北側の側溝に設置された鉄
坂の上を西から東に向かって歩いて
いた

･鉄板が途切れていたが、 対向して来
た自動車のライトに目が眩み、 これ
に気付かないで側溝に転落した

◎本件憾害を食った ◎ A が本件事故により本件傷害を負っ
たとは認め難い

@ 本件傷害を食った
ゆ天然温泉の南側の側溝を覆っていた

鉄板の上を歩いていたとき、鉄板が
途切れたため、側溝に転落した

争点 2
･本件現場は、歩行者用専用道路 (歩
道) のない道路で、北側に東西に走
る側溝があったが、その上には長さ
約 9 , 3メートルにわたって鉄板が
設置されていなかった

･転落防止の防護柵も設置されず、夜
間は照明がなくて暗いにもかかわら
ず外灯の設置がなかった

･ A は、 毎日のように本件現場付近を
通行し、 開渠の側溝があることや、
鉄板が設置されているのが本件現場
の北側にある天然温泉の観光パス専
用駐車場の出入□だけであることを
十分認識していたはずである

･本件現場の道路の幅員や車の通行量
に照らし、 歩行者が車両を避けるた
めに側溝上の鉄坂の上を歩かなけれ
ばならない場所でもない

･市内の側溝は、 開渠の方が便利であ
るため、原則開渠になっていた

･市の占用許可を得て側溝の上に蓋を
して通行の用に供されている箇所も
あるが、例外的なものである

･本件現場は、幅員約 6メートルの道
路であり、 自動車が対向して来たと
しても、これを避けるための余裕が
あった

･転落箇所には夜間照明がなかったも
のの、 付近に夜間照明があり、 本件
事故が発生した時間であっても、本
件現場の状況を十分確認することが
でき、 暗くて歩くのに支障が生じる
ような状況ではなかった

↓ (上記を勘案)
⑭本件現場は、歩行者が通常期待され

る注意をして正常に歩行している限
り、道路から側溝に転落する危険性
が少なく、 しかも歩行者の正常な歩
行が容易に妨げられるような状況に
はなかった

◎A は、 本件現場付近に開渠の側溝が
あることを知っていたが、 側満を覆
っていた鉄板の上を歩いていたとき、
対向車のライトに目が眩んだにもか
かわらず、そのまま歩を進めたため、
側寮費に転落した

銹市内では、 本件事故の前後を通じて
側溝への転落事故が発生したことは
なかった

◎道路として通常右すべき安全性が轆
保されておらず、道路の設置又は管
理に瑕疵があった

◎本件事故はA の不注意によって発生
したものであり、 道路の設置及び管
理に瑕疵はなかった

◎本件現嬬は、歩行者の通行の安全を
損なうような状祝にはなく、 道路と
して通常備えるべき安全性を欠いて
おり設置又は管理に瑕饑があったと
いうことはできない。



艦れ鬱醐廳鱸

新
た
な
支
流
の
創
出
と
地
域
社
会
の
連
携
を

支
え
る
山
形
の
高
速
道
路

◆
は
じ
め
に

道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
を
ご
覧
の
皆

様
、
今
年
度
よ
り
と
ん
び
会
の
一
員

と
な
り
ま
し
た
山
形
県
東
京
事
務
所

の
樋
口
と
申
し
ま
す
。国
土
交
通
省
、

と
ん
び
会
の
皆
様
方
に
は
い
つ
も
親

切
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
、
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
住
み
慣
れ

た
山
形
を
離
れ
て
、
は
や
三
ヵ
月
が

過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
訪
れ
る
猛
暑
の
こ
と
を
考
え
て

は
憂
鬱
に
な
り
な
が
ら
、
毎
日
、
汗

を
掻
き
方
々
を
駆
け
回
る
日
々
を
過

ご
し
て
お
り
ま
す
。

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
山
形
県
は
、

東
北
地
方
の
南
西
部
に
位
置
し
、
県

土
面
積
の
七
二
%
を
森
林
が
占
め
、

緑
豊
か
な
田
園
な
ど
多
く
の
自
然
に

恵
ま
れ
た
美
し
い
県
土
が
自
慢
で

山
形
県
塞
示
事
務
所

樋
口

良
文

す
。
ま
た
、
悠
久
の
昔
か
ら
現
在
ま

で
、そ
の
流
域
に
お
け
る
経
済
活
動
、

人
的
･
文
化
交
流
の
交
通
軸
と
し
て

そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
最
上
川

は
流
路
延
長
二
二
四
蹴
を
誇
り
、
一

つ
の
県
で
源
流
か
ら
河
口
ま
で
が
完

結
す
る
一
級
河
川
と
し
て
は
国
内
最

長
で
す
。
こ
の
母
な
る
最
上
川
は
奥

羽
山
脈
、
出
羽
山
地
、
朝
日
山
地
、

飯
豊
山
地
な
ど
の
森
林
を
育
む
秀
麗

な
山
々
の
間
に
広
が
る
内
陸
盆
地
、

庄
内
平
野
を
経
て
日
本
海
へ
と
注
が

れ
ま
す
。

今
回
、
そ
ん
な
自
然
溢
れ
る
山
形

県
の
高
速
道
路
の
整
備
状
況
に
つ
い

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
山
形
県
の
特
色

山
形
県
で
は
四
季
折
々
の
環
境
の

変
化
や
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
観

光
都
市
と
し
て
の
整
備
も
進
め
ら
れ

て
お
り
、
カ
ヌ
ー
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
、

ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
、
バ
ラ
グ
ラ
イ

ダ
ー
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
、
ス
キ
ー
、

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
、

登
山
な
ど
通
年
で
各
種
レ
ジ
ャ
ー
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
全
て
の
市
町
村
に
温
泉
が

湧
出
す
る
全
国
唯

一
の
県
で
も
あ

り
、
山
や
渓
谷
の
緑
に
囲
ま
れ
た
温

泉
宿
、
近
代
的
な
大
型
旅
館
が
軒
を

連
ね
る
温
泉
街
、
古
の
歴
史
を
感
じ

さ
せ
る
湯
治
場
、
海
岸
沿
い
の
温
泉

街
な
ど
種
類
は
様
々
で
す
。

そ
し
て
、
山
形
県
と
言
え
ば
、
何

と
言
っ
て
も
日
本
一
の
生
産
量
を
誇

る

｢さ
く
ら
ん
ぼ
｣
が
有
名
で
す
。

全
国
有
数
の
果
樹
産
地
で
も
あ
る
山

形
県
で
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
狩
り
を
は

じ
め
と
す
る
四
季
折
々
の
味
覚
を
堪

能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
に
も

｢そ
ば
街
道
｣
と
呼
ば
れ

る
そ
ば
処
が
山
形
新
幹
線
の
沿
線
に

多
数
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
そ

れ
ぞ
れ
の
自
慢
の
味
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
高
速
道
路
の
整
備
状
況

山
形
県
は
、
県
内
人
口
、
県
内
所

得
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
、
製
造
業
･

商
業

･
サ
ー
ビ
ス
業
が
集
積
す
る

｢村
山
地
域
｣、
第
一
次
産
業
の
就
業

者
の
割
合
が
県
内
で
最
も
高
い

｢最

上
地
域
｣
、
製
造
業
が
占
め
る
割
合

が
最
も
大
き
く
、
特
に
I
T
関
連
製

造
業
の
集
積
す
る

｢置
賜
地
域
『

人
口
･
経
済
規
模
と
も
に
村
山
地
域

に
次
ぐ
規
模
を
誇
り
、
県
内
で
唯
一

海
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
臨
海
型

工
業
が
発
達
し
て
い
る
｢庄
内
地
域
｣

と
い
っ
た
四
つ
の
生
活
圏
が
分
散
し

て
お
り
ま
す
。

現
在
、
山
形
県
で
は
、
こ
の
四
つ

の
生
活
圏
が
相
互
に
協
調
、
享
受
し

西から東から



一
体
的
な
発
展
が
促
進
さ
れ
る
よ
う

道
｣
の
高
速
道
路
三
路
線
と
地
域
高

○
東
北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町
の
村
田
J
C

｢東
北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線
(山

規
格
道
路
を
早
期
に
連
結
し
ネ
ッ
ト

(山
形
自
動
車
道
)

T
で
東
北
自
動
車
道
か
ら
分
岐
し
山

形
自
動
車
道
)｣
、
｢東
北
中
央
自
動

ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る
こ
と
と
し
て

[県
内
延
長
一
三
二
如
]

形
県
に
入
り
、
山
形
市
の
山
形
J
C

車
道
｣、
｢日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車

お
り
ま
す
(図
1
)。

東
北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線
は
、

T
で
東
北
中
央
自
動
車
道
、
鶴
岡
市

しン瑠麓
森
むり
絶鯰
濃
一翼
を濃
饑
灘
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奥羽山脈を抜け、山形盆地に延びる山形自動車道
形 ~ 仙台間には所要時間60分で、 1日70往復の高速

東北横断自動車道酒田線と県立中央病院
(山形道に設置された救急車退出路により、 救命率の向

上が図られている。 月平均50数回利用されている。)

の
鶴
岡
J
C
T
で
日
本
海
沿
岸
東
北

自
動
車
道
と
連
絡
し
、
酒
田
市
に
至

る
高
速
道
路
で
す
。

現
在
、

し
般
国
道
(
一
一
二
号
)

の
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
月
山
道

路
の
二
一
如
を
除
い
た
延
長
三

一

知
が
供
用
済
と
な
っ
て
お
り
、
供
用

率
は
八
四
･
一
%
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
月
山
道
路
区
間

(月
山
I
C
~

湯
殿
山
I
C
)
ニ
ー
蹴
に
つ
き
ま
し

て
は
整
備
計
画
へ
の
格
上
げ
が
急
が

れ
る
と
こ
ろ
で
す
(写
真
1
)
。

○
東
北
中
央
自
動
車
道

[県
内
延
長
一
五
九
師
]

東
北
中
央
自
動
車
道
は
、
福
島
県

相
馬
市
で
常
磐
自
動
車
道
か
ら
分
岐

し
、
福
島
市
で
東
北
自
動
車
道
と
連

絡
、山
形
県
に
入
り
米
沢
市
を
経
て
、

山
形
市
で
山
形
自
動
車
道
と
連
絡
、

新
庄
市
を
経
て
秋
田
県
横
手
市
で
秋

田
自
動
車
道
に
接
続
す
る
高
速
道
路

で
す
。

現
在
、
山
形
上
山
I
C
~
東
根
I

C
間
二
七
皿
が
供
用
さ
れ
て
お
り
、

山
形
J
C
T
で
山
形
道
と
連
絡
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
高
速
自
動
車
国

道
に
並
行
す
る
一
般
国
道
(
一
三
号
)

の
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
、
尾
花

沢
新
庄
道
路
の
一
部
約
人
知
、
主
寝

坂
道
路
の
一
部
約
五
蹴
と
一
般
有
料

道
路
の
米
沢
南
陽
道
路
約
九
如
が
供

用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
併
せ
た
県

内
の
供
用
率
は
三
0
･
八
%
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

事
業
中
区
間
と
な
っ
て
お
り
ま
す

福
島
県
境
~
米
沢
I
C
間
三

皿
、

米
沢
I
C
~
米
沢
北
I
C
間
九
蝋
、

東
根
I
C
~
尾
花
沢
I
C
間
二
三
m

に
つ
き
ま
し
て
は
新
直
轄
方
式
、
南

東北横断自動車道酒田線 (横) と
東北中央自動車道 (縦)

き滋
　
　
　

と山形空港
ものは、 さくらんぼの雨よ

C
る

ー
え
、)

根
見
ネ

　
　
　

写真 2 東北中央自動車道

　　接隣が　通流　C は
酒

陽
高
畠
I
C
、
山
形
上
山
I
C
二
四

G

道　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　

地

賤

主
寝
坂
道
路
五
如
)
二
0
皿
に
つ
き

ー

ま
し
て
は
直
轄
事
業
区
間
と
し
て
整

蹴
頸
備
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
o

ま
た
、
未
着
手
延
長
約
二
三
踊

東北横断自動車道酒田線



　べき磯
~

霊

(新
庄
I
C
以
北
~
秋
田
県
境
)
の

早
期
着
工
、
早
期
事
業
化
に
向
け
て

秋
田
県
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も

に
、
整
備
手
法
に
つ
い
て
合
意
形
成

を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
(写
真
2
)。

○
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

[県
内
延
長
五
二
如
]

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道
は
、

新
潟
県
新
潟
市
の
新
潟
空
港
I
C
を

起
点
と
し
、
山
形
県
酒
田
市
、
秋
田

県
秋
田
市
な
ど
を
経
て
青
森
県
青
森

市
の
青
森
I
C
に
至
る
、
延
長
約
四

四
〇
蹴
の
高
速
道
路
で
あ
り
ま
す
。

山
形
自
動
車
道
と
の
重
用
区
間
と

し
て
一
部
区
間
(鶴
岡
J
C
T
~
酒

田
み
な
と
I
C
)
が
供
用
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

事
業
中
区
間
と
な
っ
て
お
り
ま
す

温
海
I
C
~
鶴
岡
J
C
T
間
二
七
如

に
つ
き
ま
し
て
は
新
直
轄
方
式
で
整

備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
未
着
手
と

な
っ
て
お
り
ま
す
基
本
計
画
区
間
の

新
潟
県
朝
日
I
C
~
温
海
I
C
間
三

九
如
、
酒
田
み
な
と
I
C
~
秋
田
県

象
潟
I
C
間
二
七
皿
に
つ
き
ま
し
て

は
、
事
業
化
に
向
け
、
新
潟
県
･
秋

田
県
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

写真 3 完成が待たれる
日本海沿岸東北自動車道

整
備
手
法
に
つ
い
て
合
意
形
成
を
図

っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す

(写
真
3
)。

◆
お
わ
り
に

新
直
轄
方
式
に
よ
る
整
備
手
法

は
、
ご
案
内
の
と
お
り
、
道
路
公
団

の
民
営
化
に
際
し
、
国
と
地
方
と
が

費
用
を
負
担
し
、
確
実
に
高
速
道
路

を
整
備
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
制

度
で
あ
り
ま
す
。
本
県
で
は
、
東
北

中
央
自
動
車
道
と
日
本
海
沿
岸
東
北

自
動
車
道
に
四
区
間
の
新
直
轄
区
間

を
有
し
て
お
り
ま
す
(平
成

一
五
年

三

月
開
催
の
第
一
回
国
土
開
発
幹

線
自
動
車
道
建
設
会
議
に
お
い
て
三

区
間
四
六
強
、
平
成
一
人
年
二
月
開

催
の
第
二
回
国
土
開
発
幹
線
自
動
車

道
建
設
会
議
に
お
い
て
一
区
間
二
三

蹴
、
合
計
七
○
蝿
を
新
直
轄
方
式
で

の
整
備
を
決
定
)。

今
、
山
形
県
で
は
、
一
〇
〇
年
後

に
も
誇
り
の
持
て
る

｢未
来
に
広
が

る

"山
形
“｣
を
創
り
あ
げ
て
い
く

こ
と
を
目
指
し
、
｢子
ど
も
夢
未
来

宣
言
巳

と
し
て
総
合
発
展
計
画
を
推

進
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
高

速
道
路
は
、
広
域
交
流
･
経
済
圏
の

確
立
、
災
害
時
の
危
機
管
理
、
医
療

に
お
け
る
緊
急
搬
送
な
ど
県
民
生
活

の
向
上
の
た
め
、
次
世
代
に
つ
な
げ

る
不
可
欠
な
社
会
基
盤
と
し
て
整
備

に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
高
速

道
路
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
な
け

れ
ば
本
来
の
機
能
は
発
揮
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
限
り
あ
る
予
算
の

中
で
事
業
の
選
別
と
重
点
化
を
行

い
、
早
期
に
確
実
な
方
法
で
の
整
備

促
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。



此れ鬱◎嶬癩

と
ち
ぎ
の
道

◆
栃
木
県
の
概
要

栃
木
県
は
、
関
東
地
方
の
北
部
に

位
置
す
る
内
陸
県
で
、
東
西
約
八
四

如
、
南
北
約
九
八
皿
の
ほ
ぼ
楕
円
形

の
形
を
し
て
お
り
、
束
は
茨
城
県
、

西
は
群
馬
県
、
南
は
茨
城
、
埼
玉
、

群
馬
の
三
県
に
、
北
は
福
島
県
に
接

し
、
東
京
か
ら
六
0
~
一
六
0
m
の

位
置
に
あ
り
ま
す
。

県
土
は
、
東
部
の
八
溝
山
地
、
北

西
か
ら
西
部
に
か
け
て
の
那
須
連

山
、
帝
釈
山
地
、
足
尾
山
地
の
山
岳

地
帯
と
、
中
央
部
の
那
珂
川
、
鬼
怒

川
、
渡
良
瀬
川
の
沿
岸
平
野
部
の
三

地
域
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
北
部
か
ら

西
部
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
は
日
光

国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
日

光
、
鬼
怒
川
、
川
治
、
栗
山
、
塩
原
、

那
須
な
ど
の
観
光
地
が
あ
り
ま
す
。

栃
木
県
塞
宗
事
務
所

毛
塚

恒
雄

気
候
は
、
平
地
に
お
け
る
冬
の
朝

の
寒
さ
が
厳
し
い
こ
と
や
、

一
日
の

気
温
の
最
低
と
最
高
の
差
が
大
き
い

こ
と
、
夏
季
は
雷
の
発
生
が
多
く
、

冬
季
は
男
体
お
ろ
し
、
那
須
お
ろ
し

と
呼
ば
れ
る
空
っ
風
が
吹
く
の
が
特

色
で
す
が
、
台
風
や
洪
水
な
ど
の
自

然
災
害
の
被
害
は
極
め
て
少
な
く
、

栃
木
県
の
住
み
良
さ
の
大
き
な
要
素

の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
歴
史
街
道

江
戸
時
代
、
江
戸
を
中
心
に
全
国

に
至
る
東
海
道

･
中
山
道

･
甲
州
道

中
･
日
光
道
中
･
奥
州
道
中
の
五
街

道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
が
、
下
野
国

(栃
木
県
)
に
は
、
五
街
道
の
う
ち

日
光
道
中
と
奥
州
道
中
の
二
街
道
が

開
通
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
江
戸
幕
府
を
開
い
た
徳

川
家
康
が
祇
ら
れ
る
日
光
東
照
宮

(写
真
1
)
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

下
野
国
は
奥
州
と
関
東
地
方
を
結
ぶ

位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

〔日
光
街
道
〕

日
光
道
中
は
日
光
街
道
と
も
言
わ

れ
、
奥
州
道
中
(奥
州
街
道
)
と
宇

都
宮
ま
で
同
一
で
す
。
東
照
宮
が
造

営
さ
れ
、
将
軍
を
は
じ
め
、
大
名
や

公
家
･
武
家
な
ど
の
往
来
が
盛
ん
に

な
る
と
、
日
光
社
参
の
た
め
の
街
道

の
意
味
が
強
く
な
り
、
奥
州
街
道
は

宇
都
宮
か
ら
先
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

日
光
街
道
は
、
千
住
か
ら
草
加
･

越
谷
･
粕
壁
･
栗
橋
、
古
河
な
ど
を

　　べ
き

′*

＼̂

宮

　

　
　

　
　　

いいふ
ん

刺

　
　　

西から東から



あ
っ
た
将
軍
の
日
光
社
参
は
、

一
六
一
七
年
四
月
の
二
代
将

軍
秀
忠
の
参
詣
か
ら
一
人
四

〆

三
年
ま
で
、

一
九
回
実
施
さ

経
て
、
下
野
国
に
入
り
、
野
木
･
小

山
･
新
田
･
小
金
井
･
石
橋
･
雀
宮

な
ど
を
経
て
、
宇
都
宮
に
至
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
奥
州
街
道
と
同
一
で
す
が
、

日
光
街
道
は
宇
都
宮
か
ら
北
西
に
向

か
い
、
下
徳
次
郎
･
中
徳
次
郎

･
上

徳
次
郎

･
大
沢
･
今
市
･
鉢
石
を
経

て
、
日
光
に
達
す
る
江
戸
か
ら
約
一

四
二
m
の
街
道
で
す
。

日
光
街
道
を
種
々
の
行
列
が
通
行

し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
盛
観
で

三
年
ま
で
、

一
九
回
実
施
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
将
軍
の

日
光
廟
の
社
参
の
代
わ
り
に

行
わ
れ
た
名
代
の
通
行
の
ほ

か
、
武
家

･
庶
民
の
参
詣
や
、

列

日
光
東
照
宮
と
東
叡
山
寛
永

較箭

寺
間
を
往
復
す
る
日
光
門
主

意

(門
跡
)
の
往
復
、
参
勤
交
代

千

の
た
め
の
大
名
の
行
列
な
ど

2

も
あ
り
ま
し
た
(写
真
2
)。

頚
寅
州
街
道
〕

奥
州
街
道
は
、
宇
都
宮
以

北
の
白
沢
･
氏
家

･
喜
連
川
･
佐
久

山
･
大
田
原
･
鍋
掛
･
越
堀
･
芦
野

な
ど
を
経
て
、
福
島
県
に
入
り
、
白

坂
を
経
て
白
河
に
至
る
街
道
で
す
。

そ
れ
よ
り
以
北
の
三
厩
(青
森
県
)

ま
で
の
街
道
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す

が
、
白
河
ま
で
は
道
中
奉
行
の
管
理

下
に
あ
り
、
三
厩
ま
で
は
勘
定
奉
行

の
管
理
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
参
勤

交
代
が
行
わ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、

仙
台
の
伊
達
氏
、
会
津
の
松
平
氏
な

ど
の
雄
藩
を
は
じ
め
、
奥
州
の
諸
大

ま
で
を
例
幣
便
道
と
呼
ん
で
い
る
の

名
が
奥
州
街
道
を
使
用
し
、
領
国
と

が
一
般
的
で
す
。

江
戸
を
往
来
し
ま
し
た
。

例
幣
便
は
伊
勢
神
宮
と
東
韶
讐呂
に

〔日
光
道
中
壬
生
通
り
〕

の
み
行
わ
れ
、
東
照
宮
に
派
遣
さ
れ

日
光
街
道
と
奥
州
街
道
の
ほ
か
、

た
例
幣
便
を
日
光
例
幣
便
と
言
い
ま

下
野
国
に
は
、
五
街
道
に
付
属
す
る

し
た
。

脇
街
道
で
あ
る
日
光
道
中
壬
生
通
り

例
幣
便
は
毎
年
三
月
末
か
ら
四
月

と
例
幣
便
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。

一
日
に
京
都
を
発
ち
、
東
照
宮
の
大

壬
生
通
り
は
、
日
光
街
道
と
小
山

祭
前
日
の
一
六
日
に
御
神
前
に
金
幣

宿
郊
外
の
喜
沢
で
分
か
れ
、
飯
塚
･

を
奉
納
し
、
直
ち
に
鹿
沼

･
壬
生
を

壬
生
を
経
て
、
楡
木
で
例
幣
便
道
と

経
て
、
日
光
街
道
を
南
下
し
、
江
戸

合
し
、
奈
佐
原
･
鹿
沼
･
文
挟
･
板

か
ら
東
海
道
を
上
り
、
同
月
三
〇
日

橋
を
経
て
今
市
に
至
り
、
再
び
日
光

に
帰
洛
す
る
の
が
慣
例
で
し
た
。

街
道
と
合
す
る
街
道
で
す
。

'
歴
史
街
道
の
い
ま
,

日
光
に
東
照
宮
が
鎮
座
し
、
将
軍

現
在
で
は
、
日
光
街
道
と
奥
州
街

の
日
光
社
参
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

道
は
国
道
四
号
に
、
宇
都
宮
か
ら
日

る
と
、
一
九
回
の
社
参
の
う
ち
、
二

光
ま
で
の
日
光
街
道
は
国
道
三

九

代
将
軍
秀
忠
を
は
じ
め
、
将
軍
が
壬

号
に
と
受
け
継
が
れ
、
本
県
に
お
け

生
城
を
宿
城
と
し
て
、
六
回
帰
路
に

る
社
会
経
済
や
観
光
の
発
展
に
重
要

壬
生
通
り
を
通
行
し
ま
し
た
。

な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
ま
す
。

〔例
幣
便
道
〕

ま
た
、
平
成
一
七
年
一
一
月
号
の
本

例
幣
便
道
は
、
倉
賀
野
(群
馬
県
)

誌
で
紹
介
し
た
日
光
宇
都
宮
道
路

で
中
山
道
と
分
か
れ
、
下
野
国
に
入

(愛
称

｢日
光
道
｣
)
は
、
日
光
街
道

り
、
八
木
･
梁
田
･
天
明
･
栃
木
･

に
ほ
ぼ
並
行
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま

金
崎
な
ど
を
通
っ
て
、
楡
木
で
壬
生

す
。

通
り
と
合
す
る
街
道
で
す
が
、
今
市

日
光
街
道
と
奥
州
街
道
の
分
岐
点



の
城
下
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
の
が

宇
都
宮
市
で
、
明
治
一
七
年
に
栃
木

県
庁
が
置
か
れ
、
同
二
九
年
に
市
制

が
施
行
さ
れ
、
平
成
八
年
に
は
中
核

市
と
な
り
、
栃
木
県
の
政
治

･
経

済

･
文
化
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し

て
き
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
、
宇
都
宮
と
い
え

ば
、
鮫
子
の
街
と
し
て
県
の
内
外
に

広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

宇
都
宮
市
の
職
員
が
、
日
本
一
の
消

費
量
を
誇
る
鮫
子
を
通
し
て
宇
都
宮

を
P
R
し
た
の
が
契
機
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

市
内
に
は
、
老
舗
･
新
店
数
多
く

の
鮫
子
店
が
軒
を
並
べ
て
い
ま
す
。

写真 3 宇都宮の鮫子

鋏
子
専
門
の
店
も
あ
り
、
長
い
行
列

の
で
き
る
店
も
多
数
あ
っ
て
、
い
か

に
も
鮫
子
の
消
費
量
日
本
一
の
街
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
ま

す
。
皆
様
も
、
是
非
宇
都
宮
の
鮫
子

を
ご
賞
味
く
だ
さ
い
(写
真
3
)。

ま
た
、
日
光
街
道
、
例
幣
便
道
、

会
津
西
街
道
公
云
津
道
)
に
は
、
総

延
長
三
七
如
に
わ
た
り
、
約
一
三
、

0
0
0
本
の
巨
木
が
連
な
る
杉
並
木

が
あ
り
ま
す
。

こ
の

｢日
光
杉
並
木
｣
は
、
ギ
ネ

ス
ブ
ッ
ク
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
世

界
一
長
い
杉
並
木
で
、
古
い
も
の
で

は
樹
齢
三
七
0
年
を
超
え
る
巨
木
も

あ
り
、
我
が
国
で
は
唯
一
国
の
特
別

史
跡
･
特
別
天
然
記
念
物
の
二
重
指

定
を
受
け
た
貴
重
な
文
化
遺
産
で
も

あ
り
ま
す
(写
真
4
)。

◆
北
関
東
自
動
車
道
の
整
備

現
在
の
県
内
は
、東
北
自
動
車
道
、

国
道
四
号
、
新
四
号
国
道
の
広
域
幹

線
道
路
が
県
を
南
北
に
貫
く
形
で
走

り
、
東
西
方
向
に
は
、
国
道
五
〇
号

が
県
南
部
と
茨
城
県
･群
馬
県
を
結写真 4 日光杉並木

写真 5 清原工業団地

ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
幹
線
道
路
を
は
じ
め
と
す

る
道
路
網
は
、
本
県
の
首
都
圏
に
位

置
す
る
と
い
う
地
理
的
優
位
性
を
更

に
生
か
し
て
、
内
陸
型
と
し
て
は
国

内
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
清
原
工

業
団
地
(写
真
5
)
な
ど
の
産
業
団

地
が
整
備
さ
れ
、
製
造
品
出
荷
額
は

全
国
第
二

位
、
首
都
圏
農
業
を
進

め
て
い
る
農
業
の
分
野
で
は
、
農
業

産
出
額
が
全
国
第
一
○
位
な
ど
、
全

国
有
数
の
産
業
県
と
し
て
発
展
に
大

き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。



さ
ら
に
、
二
0
三
一年
に
全
線
開

通
す
る
北
関
東
自
動
車
道
の
建
設
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

北
関
東
自
動
車
道
は
、
茨
城
県
ひ

た
ち
な
か
市
と
群
馬
県
前
橋
市
と
を

結
ぶ
、
全
長
約
一
五
〇
如
の
国
土
開

発
幹
線
自
動
車
道
と
し
て
一
九
丸
三

年
に
着
工
し
、
現
在
は
こ
の
う
ち
の

六
五
m
が
部
分
開
通
し
て
い
ま
す
。

全
線
開
通
す
る
と
、
首
都
圏
か
ら
放

射
線
状
に
延
び
る

常
磐
自
動
車
道
と

東
北
自
動
車
道
、

気

そ
れ
に
関
越
自
動

車
道
の
三
つ
の
高

定'

速
道
路
と
結
ば
れ
、

都
心
か
ら

一
〇
〇

~

-
五
〇
蹴
圏
を

環
状
に
連
絡
し
、

北
関
東
地
域
の
総

合
開
発
推
進
の
基

盤
と
な
り
ま
す
。

北
関
東
自
動
車

真

道
は
茨
城
県
の
常

写

陸
那
珂
港
と
直
結

す
る
こ
と
に
な
り

(仮称) 真岡 I C 付近

ま
す
の
で
、
京
浜
の
港
へ
の
陸
送
に

比
べ
、
経
済
的
、
時
間
的
に
有
利
に

な
り
、
企
業
活
動
の
可
能
性
が
拡
大

し
、
本
県
の
産
業
も
活
性
化
が
期
待

で
き
ま
す
。

ま
た
、
北
関
東
自
動
車
道
は
、
関

越
自
動
車
道
と
つ
な
が
る
こ
と
で
日

本
海
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
容
易
に
な
り

ま
す
。
ま
さ
に

｢太
平
洋
と
日
本
海

を
結
ぶ
陸
の
運
河
｣
と
な
る
北
関
東

自
動
車
道
は
、
海
の
な
い
本
県
に
と

っ
て
大
変
重
要
な
道
路
と
な
り
ま
す
。

県
内
で
は
、
東
北
自
動
車
道
の
栃

木
都
賀
J
C
T
と
宇
都
宮
上
三
川
I

C
間
の
一
八
･
五
蝿
が
、
二
0
○
○

年
に
既
に
開
通
し
て
い
ま
す
。

北
関
東
自
動
車
道
に
は
、
現
在
あ

る
宇
都
宮
上
三
川
、
壬
生
、
都
賀
の

ほ
か
、
真
岡
、
田
沼
、
足
利
(そ
れ

ぞ
れ
仮
称
)
に
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

が
設
け
ら
れ
ま
す
が
、
建
設
予
定
地

周
辺
の
周
辺
で
は
、
優
れ
た
立
地
環

境
を
活
か
し
た
開
発
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
(写
真
6
)。

ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
道
、
県
道
の

整
備
率
は
四
四
･
六
%
、
全
国
三
三

位
で
、
ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
り
、
県
民
の
道
路
に
対
す

る
要
望
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
本
県
は
、
体
系
的
な

道
路
網
の
整
備
の
目
標
と
し
て

｢県

土
六
0
分
構
想
｣を
進
め
て
い
ま
す
。

平
成
一
八
年
度
を
初
年
度
と
す
る

栃
木
県
の
総
合
計
画

｢と
ち
ぎ
元
気

プ
ラ
ン
｣
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
構
想

に
よ
る
体
系
的
な
道
路
網
の
充
実
に

加
え
、
県
内
各
地
へ
車
で
も
公
共
交

通
機
関
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
視
点
を
加
え
ま
し
た
。

新

｢県
土
六
〇
分
構
想
｣
の
実
現

に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
利
便
性
の

向
上
や
高
齢
者
の
安
全
で
ス
ム
ー
ズ

な
移
動
手
段
の
確
保
、
災
害
時
や
緊

急
時
の
県
民
の
安
全
性
の
向
上
、
県

内
産
業
の
活
性
化
な
ど
た
く
さ
ん
の

効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
(図
参
照
)。

◆
新
た
な｢県

土
六
〇
分
構
想
｣
の
策
定

本
県
は
、
全
国
で
も
有
数
の
車
社

会
で
、
自
動
車
の
普
及
率
は
九
五
･

一
%
と
全
国
二
位
の
ほ
か
、
自
動
車

免
許
保
有
率
、
一
世
帯
あ
た
り
の
自

動
車
保
有
台
数
、
自
家
用
車
通
勤
通

学
利
用
率
も
全
国
的
に
見
て
高
い
水

準
に
あ
り
ま
す
。
物
流
や
旅
客
の
自

動
車
分
担
比
率
を
見
る
と
、
人
と
物

の
ほ
と
ん
ど
が
道
路
に
よ
っ
て
支
え
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艦れ鬱鱗廳鱗

現
代
に
蘇
る
唐
津
衙
邇

最
近
、
芸
能
人

"は
な
わ
"
さ
ん

の
お
か
げ
で
、
や
っ
と
佐
賀
県
が
九

州
の
何
処
に
あ
る
か
分
か
っ
た
一
般

の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
佐
賀
県
は
、
南
に
有
明
海
、
北

に
玄
界
灘
を
望
み
、
南
部
に
は
広
大

な
沖
積
平
野
の
佐
賀

･
白
石
平
野
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
的
に
は
、
卑
弥
呼
の
時
代
か

ら
の
遺
跡
が
多
く
出
土
し
、
吉
野
ヶ

里
遺
跡
(国
営
吉
野
ケ
里
歴
史
公
園
)

が
発
見
さ
れ
て
邪
馬
台
国
論
争
を
賑

や
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
国
時

代
に
は
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の

お
り
、
城
を
築
い
た
の
が
唐
津
市
鎮

西
町

(旧
東
松
浦
郡
鎮
西
町
)
の
名

護
屋
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
現
在
も
石

垣
の
復
元
や
諸
大
名
の
陣
跡
の
発
掘

の
作
業
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
か

佐
賀
県
東
京
事
務
所

野
口

幹
展

ら
、
玄
界
灘
を
遠
望
す
れ
ば
、
晴
れ

た
日
に
は
壱
岐

･
対
馬
が
見
渡
せ
ま

す
。
こ
の
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
お
り

連
れ
帰
っ
た
陶
工
李
参
平
に
よ
り
世

界
的
に
有
名
な
陶
磁
器

｢有
田
焼
｣

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
江
戸

時
代
に
鍋
島
藩
が
伊
万
里
市
大
川
内

山
に
藩
窯
を
設
置
し
幕
府
へ
の
献
上

品
や
海
外
へ
の
輸
出
品
を
製
作
し
、

有
田
や
大
川
内
山
の
製
品
を
伊
万
里

港
か
ら
運
ん
だ
の
で
、
総
称
し
て

｢伊
万
里
焼
｣
と
い
う
名
称
が
生
ま

れ
た
よ
う
で
す
。
幕
末
に
は
、
薩
長

土
肥
の
肥
前
鍋
島
藩
が
長
崎
防
備
の

役
で
得
た
技
術
力
で
蒸
気
機
関
車
や

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
を
製
作
し
、

近
代
日
本
の
夜
明
け
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
魅
力
満
載
の
県
内
の
中

で
も
、
歴
史
ロ
マ
ン
に
満
ち
風
光
明

顔
な
県
北
西
部
の
唐
津
市
と
そ
の
周

辺
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
報
告
し

礬
市

た
い
と
思
い
ま
す

(図
1
)
。

◆
大
陸
文
化
と
の
接
点

唐
津
市
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、

古
来
か
ら
我
が
国
と
大
陸
文
化
の
接

点
と
な
っ
た
地
域
で
あ
り
、
中
世
に

は
、
リ
ア
ス
式
海
岸
が
連
な
る
東
松

浦
半
島
や
北
松
浦
半
島
と
と
も
に
水

軍
で
有
名
な
松
浦
党
の
拠
点
と
し
て

栄
え
ま
し
た

(写
真
1
)。
そ
の
後

に
は
現
福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
か

西から東から

小鉤市

図 1 佐賀県管内図



ら
福
岡
市

(博
多
)
を
経
由
し
、
唐

津
に
至
る
街
道
が
唐
津
街
道
と
し
て

確
立
し
た
よ
う
で
す
。

唐
津
市
は
平
成
一
七
年
一
月
一
日

に
一
市
六
町
一
村
が
合
併
し
、
今
年

一
月
一
日
に
さ
ら
に
一
村
が
加
わ
っ

岸

て
、
人
口
一
三
万
五
、
0
0
0
人
、

髄
面
積
四
八
七
籾

県
下
第
二
の
市
で

ス

あ
り
、
東
は
佐
賀
市
と
福
岡
県
二
丈

アリ

町
に
接
し
、
西
は
東
松
浦
半
島
の
ほ

剪
ぼ
全
域

(玄
海
町
を
除
く
)
が
新
市

写

と
な
り
北
面
と
と
も
に
玄
界
灘
に
面写真 3 虹の松原の中を走る県道虹の松原線

し
、
南
は
伊
万
里
市
、
多
久
市
と
接

し
て
い
ま
す
。

◆
幹
線
道
路
の
概
要

こ
の
地
域
の
幹
線
道
路
は
、
福
岡

市
を
起
点
と
し
、
伊
万
里
市
を
経
由

し
て
長
崎
市
に
至
る
一
般
国
道
二
〇

二
号
が
旧
唐
津
街
道
沿
い
に
東
西
に

走
り
、
こ
れ
か
ら
分
岐
し
、
佐
賀
市

に
至
る
一
般
国
道
二
〇
三
号
と
東
松

浦
半
島
を
循
環
し
長
崎
県
佐
世
保
市

に
至
る
一
般
国
道
二
〇
四
号
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
う
ち
、
国
道
二
〇
二
号
の
県

界
~
旧
唐
津
市
の
海
岸
沿
い
の
区
間

は
、
唐
津
街
道
の
名
勝
で
あ
る
日
本

三
大
松
原
で
有
名
な

｢虹
の
松
原
｣

(写
真
2
)
の
中
を
約
五
蝋
に
わ
た

っ
て
走
り
、
昭
和
六
二
年
に
は

｢日

本
の
道
百
選
｣
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
道
二
0
二
号
唐
津
バ
イ

パ
ス
の
供
用
に
伴
い
、
平
成
一
四
年

に
県
道
虹
の
松
原
線
と
し
て
県
に
移

管
さ
れ
て
い
ま
す

(写
真
3
)。

こ
の
国
道
二
〇
二
号
と
ほ
ぼ
並
行

し
て
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
西
九
州

自
動
車
道

(
一
般
国
道
四
九
七
号
)

が
現
在
、
国
土
交
通
省
に
よ
り
整
備

中
で
す
。
西
九
州
自
動
車
道
は
、
福

岡
市
を
起
点
と
し
、
唐
津
市
、
伊
万

里
市
、
長
崎
県
松
浦
市
、
佐
世
保
市

を
経
て
佐
賀
県
武
雄
市
の
九
州
横
断

道
武
雄
J
C
T
に
至
る
延
長
約
一
五

〇
如
の
自
動
車
専
用
道
路
で
す
。
県

内
の
区
間
は
唐
津
道
路

(L
=
-

0
･
四
蝿
、
内
県
内
L
=
九

･
四
蹴
)、

唐
津
伊
万
里
道
路

(L
=
一
八
.
一

蹴
)、伊
万
里
道
路
(L
=
六
･
六
如
)、

伊
万
里
松
浦
道
路

(L
=
一
七
･
二

蝋
、
内
県
内
L
=
一
〇
･
一
如
)
が

事
業
中
で
、
武
雄
佐
世
保
道
路

(L
=
二
二
･
一
如
)
は
既
に
暫
定
供

用
し
て
い
ま
す

(図
2
)。

事
業
中
区
間
の
唐
津
道
路
は
昨
年

一
二
月
に
唐
津
I
C
~
浜
玉
I
C
間

の
六
･
六
皿
を
暫
定
供
用
し

(写
真

4
)、
残
り
の
浜
玉
I
C
~
鹿
家
I

C

(福
岡
県
)
間
の
三
･
八
m
は
平

成
二
一
年
度
の
供
用
を
目
指
し
て
い

酩

ま
す

(写
真
5
)。
こ
の
区
間
が
供

?　

用
す
る
と
唐
津
市
か
ら
福
岡
市
ま
で

行

約
四
〇
分
で
連
絡
で
き
る
よ
う
に
な

墳

り
観
光
物
産
の
面
だ
け
で
な
く
、
人

“

写真 2 虹の松原



写真 4 西九州自動車道唐津道路

福圏外環状道銘

襲
ず
叢

　
　
　

　
　

益

唐

~浜玉 - C ~ 鹿家 I C 間
写真 5 整備が進む唐津道路

と
物
の
交
流
に
よ
る
地
域
の
活
性
化

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
唐

図 2 西九州自動車道計画図

区墜誕

九

で
一
部
工
事
に
も
着
手
し
て
い
ま

西

す
。
こ
の
区
間
が
供
用
す
れ
ば
、
伊

囚
鮮
の
工

(ミ
。
選

(霊
雛
長
臘
)

万
里
港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
物
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穐
峩
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纜騨
淺

鰡穣
淺
蚕

流
、
生
産
拠
点
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が



大
幅
に
向
上
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
伊
万
里
道
路

は
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
手
続
き
中
で
あ

り
、
伊
万
里
松
浦
道
路
は
昨
年
都
市

計
画
決
定
さ
れ
、
長
崎
県
側
は
今
年

度
か
ら
用
地
買
収
に
着
手
す
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。

西
九
州
自
動
車
道
は
、
高
速
定
時

性
の
確
保
に
よ
り
、
佐
賀
県
の
み
な

ら
ず
九
州
西
北
部
の
地
域
経
済
の
活

性
化
や
人
･
物
･
情
報
の
交
流
を
活

発
化
さ
せ
る
も
の
と
大
い
に
期
待
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
唐

津
街
道
が
現
代
に
蘇
っ
た
感
が
し
ま

す
。
こ
の
道
路
を
一
日
も
早
く
供
用

す
る
た
め
に
も
、
道
路
特
定
財
源
を

堅
持
し
、
今
こ
そ
社
会
資
本
の
基
礎

で
あ
る
道
路
整
備
に
充
当
す
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特

に
、
地
方
の
道
路
整
備
は
こ
れ
か
ら

で
す
。

◆
唐
津
は
食
の
宝
庫

話
が
硬
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
唐
津
の
話
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。

唐
津
は
、
歴
史
の
ロ
マ
ン
と
風
光

明
据
な
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
玄

写真6 旧呼子町のイカの活き造り

界
灘
の
魚
介
類
は
も
ち
ろ
ん
、
東
松

浦
半
島

(上
場
台
地
)
で
は
黒
毛
和

牛
の
生
産
も
盛
ん
で
す
。魚
も
肉
も
、

さ
ら
に
お
菓
子
も
絶
品
で
す
。特
に
、

旧
呼
子
町
の
イ
カ
の
活
き
造
り
は
最

高
で
す

(写
真
6
)。
刺
身
に
な
っ

て
も
透
明
で
、
箸
で
つ
つ
く
と
色
が

変
わ
り
、
足
の
吸
盤
が
く
っ
つ
く
ほ

ど
で
、
甘
く
や
わ
ら
か
な
そ
の
味
は

一
度
食
べ
た
ら
病
み
つ
き
に
な
り
ま

す
。

◆
唐
津
の
町
人
文
化
の
象
徴

一
方
、
こ
の
地
域
で
は
祭
り
も
盛

ん
で
す
。
各
地
で
紙
園
や
く
ん
ち
と

い
っ
た
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
や

マ
の

｢
七
宝
丸
｣
ま
で
が

｢
エ
ン

は
リ
三

月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
行

ヤ
!

エ
ン
ヤ
-
｣

の
か
け
声
と
と

わ
れ
る
唐
滓
く
ん
ち

(写
真
7
)
が

も
に
町
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
唐
津

最
高
の
人
出
で
す
。
町
人
文
化
の
典

の
人
は
正
月
よ
り
く
ん
ち
に
贅
を
尽

刈
的
な
-。津
く
ん
ち
は

。津
呻
土
の

く
し
ま
す
。

わ
れ
る
唐
滓
く
ん
ち

(写
真
7
)
が

最
高
の
人
出
で
す
。
町
人
文
化
の
典

型
的
な
唐
津
く
ん
ち
は
唐
津
神
社
の

秋
季
例
大
祭
で
一
六
世
紀
の
終
わ
り

頃
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
祭
り
の
呼
び
物
は
和
紙
を
漆
で

何
重
に
も
塗
り
固
め
て
作
ら
れ
て
い

る
曳
山
で
す
。
一
t
以
上
あ
る
一
番

ヤ
マ
の

｢赤
獅
子
｣
か
ら
"
四
番
ヤ

是
非
ヤ
度
、
く
ん
ち
で
賑
わ
う
唐

津
に
お
い
で
に
な
り
、
唐
津
焼
の
鉢

に
盛
ら
れ
た
イ
カ
の
活
き
造
り
を
味

わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
?

;窕 箔分千セ 2006 7

写真フ 唐津くんち



平
成
鰐
年
度

『オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等

地
域
主
体
の
道
活
用
に
関
す
る
社
会
実
験
』

5

｢旭
川
北
の
賑
わ
い
回
廊
｣
社
会
実
験
事
業
~
を
実
践
し
て

旭
川
商
工
会
議
所
T
M
O
推
進
室

囲

三
六
年
前
の
社
会
実
験
で

誕
生
し
た
『買
物
公
園
』

全
国
各
地
に
存
在
す
る

｢平
和
通
｣
。
旭
川
市
の
平
和

通
も
戦
前
は

｢師
団
通
り
｣
と
呼
ば
れ
、
戦
後
、
平
和
を

願
う
意
味
か
ら
現
在
の
名
称
に
改
め
ら
れ
た
。

昭
和
四
〇
年
代
は
、
著
し
く
経
済
発
展
が
進
み
、
そ
れ
に

比
例
す
る
か
の
よ
う
に
自
動
車
の
交
通
量
も
多
く
な
り
、

幹
線
道
路
で
あ
っ
た
平
和
通
は
市
内
で
最
も
自
動
車
交
通

量
の
多
い
道
路
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
排
気
ガ
ス
な
ど

の
環
境
問
題
も
深
刻
に
な
っ
て
き
た
時
期
で
も
あ
る
。

一
方
で
、
商
店
街
の
売
上
は
交
通
量
に
相
反
す
る
か
の

よ
う
に
低
迷
し
て
い
た
た
め
、
昭
和
四
四
年
行
政
と
地
元

商
店
街
は
、
全
国
初
の

〃社
会
実
験
“
と
も
言
え
る
自
動

車
の
通
行
規
制
実
験
を
行
っ
た
。

監
督
官
庁
が
渋
る
中
、
半
ば
強
行
突
破
的
な
突
貫
工
事

を
行
い
、
実
験
は
大
成
功
の
結
果
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て

平
和
通
は
昭
和
四
七
年
六
月
一
日
、
監
督
官
庁
の
正
式
な

認
可
の
も
と
、
日
本
初
の
恒
久
的
な
歩
行
者
専
用
道
路

｢買
物
公
園
｣
と
し
て
誕
生
し
た
。

そ
の
後
、
三
〇
有
余
年
が
経
過
し
、
ベ
ン
チ
や
遊
具
な
ど

の
老
朽
化
や
路
面
段
差
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
平
成
一
〇
年
か
ら
平
成
一
五
年
に
か
け
て
、
段
差
の

園
フ

公
ン

物
パ

騨
賊

~
讓

　

　
　
　
　

　
　

図

解
消
や
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
敷
設
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工

事
が
行
わ
れ
、
現
在
の
買
物
公
園
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

二

中
心
市
街
地
の
現
状

昭
和
五
0
年
代
前
半
は
中
心
市
街
地
に

｢西
武
｣
｢長

崎
屋
｣
｢緑
屋
｣
が
、
中
盤
以
降
は
当
時
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ

ェ
ー
ン
と
言
わ
れ
た

｢
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
｣
｢
ニ
チ
イ
｣

｢ダ
イ
エ
ー
｣
が
相
次
ぎ
郊
外
に
進
出
し
、
一
昨
年
に
も

超
ビ
ッ
ク
店

｢イ
オ
ン
｣
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

買
物
公
園
の
ほ
か
中
心
商
店
街
の
歩
行
者
通
行
量
は
軒

並
み
激
減
し
、
活
力
低
下
、
空
洞
化
が
顕
著
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
中
心
部
の
定
住
人
口
の
減
少
に
も
歯
止
め
が

か
か
ら
ず
、
地
価
に
つ
い
て
は
全
国
の
商
業
地
で
最
も
下

落
率
が
大
き
い
等
、
都
心
部
の
魅
力
と
活
力
が
低
下
し
て

い
る
状
況
に
あ
る
。



三

旭
川
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

旭川市中心市街地
活性化基本計画

　　図

こ
う
し
た
中
、
旭
川
市
で
は
、
旭
川
市
中
心
市
街
地
活

性
化
基
本
計
画
(平
成

三

一年
三
月
提
出
)
に
基
づ
き
、

中
心
街
の
整
備
改
善
や
中
心
商
店
街
の
再
整
備
な
ど
、
商

業
の
活
性
化
や
都
心
部
の
機
能
の
強
化
を
推
進
し
て
お

り
、
商
工
会
議
所
も
そ
れ
ま
で
の
兼
任
体
制
か
ら
平
成
一

六
年
一
一
月
に
は
専
従
体
制
に
よ
る

｢T
M
O
推
進
室
｣

を
立
ち
上
げ
事
業
の
推
進
に
努
め
て
い
る
。

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
で
は
、
平
和
通
買
物
公

園
を
中
心
と
し
た
地
域
を

『複
合
機
能
集
積
ゾ
ー
ン
』
と

位
置
づ
け
、
｢買
物
公
園
が
持
つ
ま
ち
の
象
徴
性
や
商

業
･
業
務
･
娯
楽

･
飲
食
、
芸
術
･
文
化
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
、
こ
れ
ま
で
の
機
能
集
積
を
活
か
し
な
が
ら
、

都
市
サ
ー
ビ
ス
や
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
、
居
住
空
間
の
充

実
等
を
図
り
、
都
心
機
能
が
複
合
集
積
す
る
空
間
と
し
て

活
性
化
を
進
め
る
｣
と
の
方
針
で
あ
る
。

特
に
買
物
公
園
に
つ
い
て
は
、
『都
心
シ
ン
ボ
ル
軸
』

と
位
置
づ
け
、
｢
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
た
商
業
空
間
と
し
て
整
備
を
図
り
、
広
域
商
業
機
能
を

強
化
す
る
｣
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

社
会
実
験
の
目
的
及
び
概
襄

空
洞
化
が
著
し
い
旭
川
駅
前
の
平
和
通
に
お
い
て
、
四

季
を
通
じ
て
歩
行
者
空
間
を
活
用
し
て
飲
食
物
等
を
提
供

す
る
休
憩
所
(オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
)
を
設
置
す
る
と
と
も

に
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
回
遊
を
誘
導
す
る
住
民
参
加

型
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て
、
各
種
事
業
を
実
施
す
る
際
の

道
路
活
用
上
の
課
題
の
整
理
、
各
イ
ベ
ン
ト
等
と
連
動
し

た
ま
ち
の
賑
わ
い
創
出
策
の
あ
り
方
や
複
合
施
策
の
効
果

的
な
組
み
合
わ
せ
方
な
ど
を
把
握
す
る
。

圏
夏
期
実
験
事
業
の
主
旨

多
く
の
市
民
が
く
つ
ろ
ぎ
、
楽
し
め
る
オ
ー
プ
ン

カ
フ
ェ
を
目
指
し
、
屋
台
村
(地
ビ
ー
ル
や
ジ
ン
ギ

ス
カ
ン
、
軽
食
な
ど
を
提
供
)
を
設
置
す
る
と
と
も

に
、
豊
か
な
自
然
と
大
地
の
恵
み
に
感
謝
す
る
イ
ベ

ン
ト
を
通
し
て
、
地
産
地
消
の
推
進
と
中
心
市
街
地

に
お
け
る
真
夏
の
賑
わ
い
を
創
出
し
、
も
っ
て
ま
ち

の
活
性
化
を
図
る
o

鬮
冬
期
実
験
事
業
の
主
旨

夏
期
事
業
の
反
省
を
踏
ま
え
、
産
官
学
及
び
団
体

等
と
の
交
流
の
も
と
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
雰
囲
気
づ
く

表 1 平成 17年度の全国における社会実験応募主体別応募件数

応 募 主 体 応 募 件 数 実 施 件 数

地方自治体 /○ う、J

地方自治体が主体となっている協議会等 m と、J

N P 0 や民間等が主体となっている協議会等 20 は

計 範 21

※資料 :国土交通省記者発表 (平成 17年 7月 5 日)資料より

表 2 テーマ別応募件数

応 募 主 体 応 募 件 数 実 施 件 数

くらしのみちゾーン ･ トランジットモール等の社会実験 /○ つ"

オープンカフェ等地域主体の道活用に関する社会実験 30 "

計 範 れ

※資料 ;国土交通省記者発表(平成 17年 7月 5日)資料より
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り
を
し
く
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
冬
の
風
物
詩
と
し

て
街
の
風
景
づ
く
り
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
市
民

全
体
で
楽
し
み
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
に
夢
を
与

え
、
ま
た
、
年
末
商
戦
の
活
気

･
雰
囲
気
づ
く
り
に

も
資
す
る
。



五

社
会
実
験
の
調
査
目
的
と
調
査
項
目

写真 1 歩行者数調査を
する委員

六

社
会
実
験
の
検
討
経
過
と
実
施
体
制

社
会
実
験
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
｢旭
川
賑
わ
い
づ

く
り
実
行
委
員
会
｣
の
下
に
、
｢社
会
実
験
実
行
部
会
｣

と
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る

｢専
門
部
会
｣
を
立
ち
上
げ
、

協
議
･
検
討
を
行
っ
た
。
ま
た
、
個
別
事
項
に
つ
い
て
は

専
門
部
会
委
員
の
一
部
と
事
務
局
か
ら
な
る
少
人
数
の

｢
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
｣
で
検
討
を
行
い
、
専
門
部

社 六
表 3
目 的 分 類 調 査 項 目 対応する調査

賑わいの創出と

地域の活性化へ

の効果把握

定量効果

来客者数 客数調査

歩行者数の変化 歩行者通行量調査

来街傾向 ･消費動向の変化 来街者インタビュー調査

商店来客数 ･売上の変化 事業者アンケート調査

定性効果 来街者の満足度 来街者インタビュー調査

継続的な実施に
向けた課題把握

交通課題

アクセス交通手段 来街者インタビュー調査

自動車アクセス 駐車場利用調査

自転車アクセス 駐輪台数調査

サインの現状分析 現地調査

沿道事業者 問題点と改善案 事業者アンケート調査

今後の実施への意見 事業者アンケート調査

来街者意向 継続的実施に対する意向 来街者インタビュー調査

広報課題 事前認知度、認知媒体 来街者インタビュー調査

旭川賑わいづくり実行委員会
会 長 高丸 修 (旭川商工会議所会頭)

旭川賑わいづくり実行委員会 ｢北の賑わい回廊｣
社会実験実行部会
部会長 柳谷 宏 (旭川商工会議所専務理事)

専門部会
座 長 大野 仰--(北海道東海大学芸術工学部教授)

ワーキンググループ会議

l行政 ･経済団体 ･
l当該商店街小男係
!機関等で構成

l実務者と学識経験 :
:者で構成

l個別事風ごついて l
l少人数で検討 !

事務局
局 長 串橋 佐吉 (旭川商工会議所T M O 推進室長) 図 4 機構図

写真 2 委員会の様子

参 ア 発 1 会
画 ド 建 プ ･
し バ 設 会 ワ
た イ 都 議 l

ザ の と キ
1 担 も ン
と 当 旭 グ
し 官 川 グ
て が 開 ル

　　　 　 　　　　　　①オープンカフェ

2吉夏の屋ム‐ ビアガー ･ ン 瘢“

鬮夏 期
①オープンカフェ

橇箋;

②真夏の屋台村 (ビアガーデン)
-
藝 Y

雙静
難ぜ^

,

③吹奏楽コンサート
④タ市

圏冬 期
①オープンカフェ (サンタ村)
②ウイッシングツリー

③イルミネーション
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図 3 旭川市の社会実験内容



写真で見る社会実験回顧録
醐夏期社会実験

醐冬期社会実験
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七

高
橋
座
長
･政
所
震
員
の
現
地
視
察

国
土
交
通
省

｢社
会
実
験
の
推
進
に
関
す
る
懇
談
会
｣

の
高
橋
洋
二
座
長
(東
京
海
洋
大
学
海
洋
工
学
部
教
授
)

と
政
所
利
子
委
員
(㈱
玄

代
表
取
締
役
)
の
両
名
が
一

二
月
三
日
と
三

月
二
六
日
に
現
地
視
察
で
来
旭
し
た
。

両
氏
と
も
買
物
公
園
へ
の
造
詣
が
深
く
、
特
に
積
雪
寒

冷
地
に
お
け
る
社
会
実
験
に
興
味
を
示
さ
れ
、
後
の
全
国

二
一
ヵ
所
の
視
察
意
見
書
(表
4
)
の
中
で
も
高
い
評
価

を 二 冷 二 と の
い - 地 両 月 政 高 国

七
た 力 に 氏 三 所 橋 土 一
だ - お と ‐ …- ぶ 大 同
い の け
た る

高橋洋二座長

政所利子委員

表 4

評価の視点 コ メ ン ト

①計画段階
･地域の課題解決に向けて適切な目標が設定さ
れているか

･目標実現に向けて実験の位置づけが明確にな
っているか 等

･商工会議所と市の連携が良かった。
･国内でも指折りの歩行者のための道路空間をハードとして実 現
している旭川ならではの地の利を活用した実験である。
極寒冷地でありながらの ｢歩いて楽しむまちづくり｣ の一翼を担
っている。さらにこの実験により、歩行者空間機能を充実させ
るきっかけづくりがなされている。華やいだ雰囲気づくりを交差
幹線道路との断面ごとに個性的な演出を施している。

②推進体制
･行政、地域住民, 企業、 N P O 等の多くの関
係者が参画して推進されているか

･実験を円滑に実施するための体制になってい
るかどうか
沿 道店舗や関係機関との調整がスムーズに行
われているか 等

･ N P O の参加をはじめ、 商工会議所も熱心であり、 行政との連
携も良く取れていた。

･大学のまちでもある旭川の多様な人材を活用し、産学官交流 型
の参加のスタイルが実現されている。大学も単体でなく工業 系、
芸術 ･文化系の連鎖を編み出すような工夫がされている。 寒冷
期間のため様々な物理的困難が今回は伴ったという実施 側の声
もあったが、利用者の声として収集できた点は、長い冬 の期間
に車を降りて少しの間でも街に降り立つことは『楽しい』 との

声も多く、歩く距離の延伸性を高めている。こうした声の 積み
上げがまちづくりとして重要である。

③実施状況
･事前の周知を上手く行っているかどうか
作新の賑わい等、 実験の当初の目的を達成でき
ているか

･アンケートや交通量等、効果の把握が適切に
行われているか

･計画通りにできなかった事項、 軌道修正すべ
き実験内容はないか等

･メディアの利用や道路周辺の告知等様々な手法を駆使してお
り、冬期間の開催というハンディの中で、歩行者空間の利用 は

想像外の効果を量的にも生み出していた。電波媒体、新聞、街頭
掲示等については、極め細かくされている点が印象に残っている。

④今後の展開
･次のステップや本格実施に向けた取り組みが
明確になっているか

･実験に取り組む中で今後への課題 ･問題点を
把握できているか等

･産学官民の連携という形のため、 情報伝達等については不備 な
状況は一面にあるとの意見もあったが、 各々の立場領域で の参
加の形は積極的であったと言える。 まちづくりの目標として
｢北の街の賑わいづくり｣ のためには、 空間利用の多様な実験
を重ねていくことが大切であり、今後は一般市民の参加、 多様
な世代の交流 ･子育て支援等、 街に求められるニーズの把握を
強めながら、本格実施に向けた、持続的運営の仕組みづくりを
期待したい。
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